
~f~,f~J~'~~:Ar' C) ~~~~4~T'~~~~~4~~ 

THE LIABILITY OF TRADE ' UNIONS IN TORT 

~~ ~: 
~~ :~ 4~ ~~; 
PROF. N. OHAMA 

'l9Q8 



はしカダき・・・・・・・・・…

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

　　　　　目　　　　　　次

　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．。．．．．．1

勢働組合不法行爲責任の特異性……・…　…・…2

丁雌Vale事件ノ内容・………・………・…22

Taff　Vale事件の法理的基礎・・……………・34

勢働雫議法に於ける不法行爲責任規定………・46

勢働雫議法に封する批難………・……・…・・55

勢働孚議法制定當時の政治的事情・…・………60

結論…………・……・………一…・・…965



努働組合の不法行爲責任

大濱信泉

はしがき

　本篇は本年二月滞倫中にものせるものである。英國では昨年

五月の総罷業以來、勢働組合法の改正といふことが法律學徒の

興昧を索く、英國政界での一番大きい問題となつて居た。そこ

で自分は此織に就き當時論雫せられてゐた議論の大要を、r英國

勢働組合法改正提案」なる標題の下に、之をまとめて紹介せん

と試みた。然るに其稿登逸問際に愈ζ政府から具膿的の改正案

の套表を見るに至転而も其内容は一般に豫想せられてゐたも

のとは、大いに異るものがあつた。從つて嚢にものせる稿の登

途を控へねばなら阻様になつて終つね。

　其後前記の政府案は多少の修正を経て、今や爾院を通過し法

律として＆＆tuteBookに藏められんとして居る。自分はた㌢

土事の織績と言ふ意昧で本誌次號に於て「英國勢働組合法改正

要黙」なる標題の下に新法律の解説を試みんとしてゐるのであ

るが、奮稿中其割愛に怨びざるものが一つあつ沈。それが帥ち

本篇の「勢働組合の不法行爲責任」でゐる。

　勢働組合立法上の癌腫とも言ふ可き、最も困難なる問題は》

勢働組合の不法行爲責任に關する議論である。而して勢働組合
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の不法行爲責任免除としての立法例は・英國の勢働組合法（δ美

鑛叢餅）働る．併し同法がか・纒に出でたのは後に講蓮

するであらうやうに、或る判例に封する反動として起つた激烈

なる政雫の結果であった。そこで同法制定以來、養業孚議奨働

法だとか、英國法に於ける容す可からざる一大鍵則（肥・m．aly）

であるとか色々の汚名が被せられ、或は杜會的衡李、一般的正義

など、兎に角アゾストラクトの立場から批難せられて來たもの

である。また實際に於てこの鍵則を嬌正すべき提案が議會に提

出せられたことも一再に止まらなかつた。だから勢働組合の不

法行爲責任免除に關する一九〇六年の産業孚議法は、二十年來

持ち越しの宿題だと言ふことが出來やう。勿論この宿題は此度

の改正に依つて全部解決せられる課ではない。併し過去二十年

問この宿題解決のために色々の議論が提出せられてゐる。今こ

れらの議論を紹介することは、勢働組合の不法行爲責任問題の

意義を理解するための一助ともなるであらう。殊に吾國に於て

も近く勢働組合法の制定が豫想せられて居り、必すやこの不法

行爲責任問題が、最大難關の一つとなるであらうことは言ふま

でもない。從つて勢働立法の進歩せる英國に於て此癌腫を如何

に庭理したかを知り置くことも決して無盆の業ではあるまい。

（一）

螢働組合不法行爲責任の特殊性
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　抑勢働組合の不法行爲責任理論の困難とせらる＞のは・凡そ

二種の事由に基く。帥ち一は勢働組合の法律上の地位の特異性

に基くものであり、他は勢働組合の融會的性質の特異性に由來

するものである。

　元來勢働組合は、英國法に於ては最初より法入とせられなか

つたのみならす、今日と錐も街法人とせられて居ない。といつ

て全然普通の組合でもない。勢働組合は法人の如く、完全なる

法入格を附與せられて居ら鍛けれども、信託（七rust）　を通じて

財産を所有することが認められ、叉組合の名に於て訴へ叉は訴

へられる資格帥ち訴訟當事者たるの適格をも認められて居る。

そこで英國法に於ける法入の分類に從へぱ、勢働組合は準法人

に属するものである。但し準法人に關し、殊に其不法行爲責

任に就て、從來一般的の法理が確定してゐた鐸ではない。準法

人たる勢働組合が從來不法行爲理論叉は法人理論の適用に依つ

て不法行爲の主膿と観念せられ、其損害賠償の責任を負はせる

ことが出來るか否かは未解決の問題であつたのみならす、從康

の判例の傾向から推せぱ勢働組合の如き準法入は、其團禮人格

に於て不法行爲責任を負ふ可からざるものと豫想せられて居

た。然るに一九〇一年の丁盟V乱1e砺seに於て、從來の豫想

とは違ひ勢働組合は法人に非るも、法人と同様其機關の行爲に

就き、團膿資格に於て損害賠償の責任を負ふ可きであるとの判

例が確定するに至つた。この判例の論理的根擦に就いては後に
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詳述する積りであるが、兎に角この判例は法人に非る勢働組合

を不法行爲の主艦と観察し、其團膿人格に封し不法行爲責任を

負はせた黙に於て、英國法上一つのエポツク、メーキングのも

のである。

　併しこの判例法が、形式的に論理的のものであらうとも、勢

働組合をして、他の法入拉に無制限に不法行爲責任を負澹させ

ることは、實質的に不當ではなからうか。換言すれば既成の概

念から績繹せられた一つの法則が、勢働組合の如き寧ろ既成の

法律とは反封の方向に走しらんとする、否寧ろ翫成の法律秩序

の墓穴を堀るものとして起つて來た新現象に封して、何等の修

正を加へることなしに、其のま、法律規範たるの債値を有し得

るものであらうか。此黙が勢働組合の不法行爲責任理論に於

て、最も困難とせちる》要織であり、叉本問題の核心でもあ

る。然らば勢働組合に封し、他の團膿に關する既成の法理を其

儘適用することの困難とせらる、理由、換言すれぱ勢働組合が

他の團膿人格と相異る其肚會的特異性は奈邊に存するか。

　私は次の三個の織に之を見出す。即ち勢働組合の肚會的職

能、活動形態の特異性、拉に勢働組合は辮讃論的に之を見れぱ、

法律進化の過程に於て既存の法律秩序に封し、反封命題たるの

地位と作用を有するものだとの事實に於てyある。順次其理由

を解説して見やう。勢働組合の職能は、友愛組合的職能、勢働

の團膿的規律及政治的職能の三個の方面から之を観察すること
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が出來やう。之を勢働組合登達の歴史から見るならば、勢働組

合蓮動の初期に於ては、之等の職能は未分化の状態にあり、法

律も亦刑法的手段に依つて之が撲滅を計らんとするのが普通で

ある。たyか、る勢働組合の鎮慶時代にあつても、友愛組合的

職能のみは法律が之を不法親する理由はない。そこで進化の第

二期に於て勢働組合は、この友愛組合的職能を中心として其結

束を固くし、膨脹を圖るに至る。これより更に勢働組合は團燈

交渉機關としての存立を法認せられ、更に勢働組合組織の接大

と勢働階級意識の登達と共に政治の分野にまで其手を延ばすに

至るものである。勿論前述の勢働組合進化過程は、何れの國に

於ても同一とは言へない。其國の経濟的又は政治的事情に依つ

て相異を生することは逸れ蹟であらう。たy少くとも私が本稿

に於て研究の封象としてゐる英國の勢働組合運動に就いては、

前述の論定はなし得らる＞こと》思ふ。

　そこでまづこの勢働組合が、共濟友愛組合（friendly　society）

であるといふ側面から、勢働組合の不法行爲責任を考察して見

やう。元來勢働組合は無産勢働者の團結であ外而して其組合

の資金は之等無産者の零細なる醸金の集積からなつてゐるもの

である。其資金の大部分は組合員の疾病手當（sick　be：neH七）失

業手當　（unemploymen七beneHt）腰失養老手當　（superannua－

tion，01d　pension）葬式費用等の相互救濟の目的を以て、換言す

れば共濟友愛組合的の目的のために集積せられたものである。
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そこで今若し一二の勢働組合員又は組合役員が、偶≧組合の名

に於て叉は組合の業務の執行に際して、不法行爲をなしたるこ

とを理由として、其螢働組合の基金の上に全責任を負はしめる

としたならぱ、當該不法行爲に就き何等滲與するところのない、

帥ち何等責む可き廉のない無享（innocen』七）の多藪の組合員から

一普通其薮は藪千歎萬の多藪に上るであらう一前述の利

盆を剥奪することにならねぱなら鍛。叉假令其不法行爲が一二二

の組合員の過誤に止らす、組合員の多歎決の承認ある場合と錐

も、之に反封せる善意の組合員から其利盆を剥奪することは決

して妥當だとは言へない。鼓に多薮と言ひ小薮といふことは、

輩に形式上比較的の言ひ方であつて、少薮の反封者必すしも實

質に於て少藪とは言へない。少歎の反封者も樹歎千薮萬の多i歎

に上るであらうことは、決して想像に難くない。之等の事實を

考慮に入れるならぱ、勢働組合の資金の上に無差別に不法行爲

責任を負澹せしめることの不當なることが理解出來やう。そこ

で後に詳述するであらうやう一に、勢働組合に不法行爲責任を負

はせるとしても、この友愛組合的目的のための基金を別途に積

立させて、之を不法行爲に封する賠償責任から冤除すべしとの

議論が生じて來る謬である。

　荷吾々は勢働組合の友愛組合的職能を、國家叉は法律の目的

との干係に於て之を省察してみる必要がある。政治哲學又は法

律哲學は、國家乃至法律の目的を杜會一般の編祉の増進にある
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と致しへる。ベンザムの語を假りて言へぱ最犬多籔の最大幸旙

（grea，もesthapPinessofthegreεむtestnumber）　と言ふことにある。

而してこの目的を達成するための手段として、近代資本主義國

家は、法律に於ては所有礎の絶封性と契約の自由とをその基調

とし、叉政治的には経濟的活動に封する國家又は法律の不干渉、

帥ち自由放任（laissez　f漉e）と云ふことを以て其指導原理として

出登したのであつた。然らぱ之等の手段に依つて所期の結果は

持ち來たされたか。勿論資本主義文明の人類にもたらした光明

面は歴史上類例のない程に偉大なものがあるであらう。だが同

時に其曙黒面のあることも否定出來ない。元來所有権の絶封文

は不可侵と言ふ法の保護は、所有者に取つてのみ役立ち得る規

範であつて、所有せざるものに取つては却つて所有するもの、

ために経潜的に搾取せらる、手段に化し去る可きものであう、

叉契約の自由と言ふことも各入の準等を前提として初めて規範

たることが是認せらる、ものであるが、事實に於て脛潜的の取

引上の地位は、各人決して季等のものではなく、從つて契約自

由の原則は結局劣者に取つて契約の不自由となるの外はない。

これが近代法が其當初から包藏する内在的矛盾であり、而して

この矛盾は時と共に籏大されてゆく必然性を有し、而して勢働

組合はこの矛盾調節のために曇生した自助的團膿に外なら鍛。

　私は今共濟友愛組合的職能の角度から勢働組合を観察してゐ

るものであるが、元來勢働組合の共濟組合的事業は前記の法律
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規範によつて幸幅になり得ざるもの、否寧ろこの法律規範のた

めに犠牲になるに至つた無産の勢働階級が、自由競雫の結果た

る経濟的不安から、相互扶助によつて自らを救はんとする試み

に過ぎない。若：し國家叉は法の目的が政治哲學の致ふる如く、

肚會全般の幅利又は最大多藪の最大幸編といふ様なものである

ならば、この無産階級の救濟は國家自身の責任でなけれぱなら

ぬ。若しこの無産階級の貧叉は脛濟的不安といふものが、無産

階級自膿の怠慢又は過誤から來たものとすれば兎に角、左に非

すしてそれが法律規範の内在的矛盾から來たる必然の結果であ

る場合に於て、この救濟事業は當然に國家に依つてなさなけれ

ぱなら濾ものである。このことは勢働組合の從來なし來つた矢

業、屡疾一疾病に封する共濟的事業が、何れの國に於ても失業

保瞼、其他の祉會保瞼制度に依つて、國家事業乏せられてゐる

事實を以てみても明白である。

　上述の如く勢働組合の友愛組合的職能は、本來國家の事業た

るべきものを、國家がこれをなさyるが故に一私入がこれをな

して居るに過ぎない。從つてこの目的のために蓄積せられた基

金は、普通の螢利法人の財産とは其財産の性質上及肚會政策的

見地から、特別の取扱を要求すべき権利のあるものと言はねば

ならぬ。

　私は更に勢働組合の不法行爲責任を、組合の政治的職能の側

面から其槍討の筆を進めてみやう。勢働組合は前にも一言し弛
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様に最初共濟友愛組合として結晶し、この結晶1よやがて從事す

る産業の同一、雇傭する雇主の同一又は在佳地の同一であるこ

と等を紐帯として、其組織が籏大せられ途に資本家叉は資本家

團騰に封立する團膿となるに至る。而して更に階級意識の醸成

と共に、凡ての勢働組合は相互に相提携するに至る必然性を持

つに至るものである。この段階に達した時に、勢働組合は最早

横断的の階級機關であつて、軍に友愛組合や勢働引取に於ける

團艦交渉機關たるに止らない。現代肚會が階級的構成を以て其

本騰とし、而して既存の國家規範帥ち法律秣序が資本階級の有

利に組立てられてゐると言ふ動かす可からざる事實から、経涛

的に、從つて肚會的に全然反封の立場にある勢働階級を、横断

的に網羅する勢働組合は、必すや政治の分野に入つて階級雫闘

機關とならねはrならぬことは當然でなけれ堵よなら鍛。

　勢働組合と政窯との關係は、各國の経濟的政治的事情に依つ

て同一でない。併し爾者の活動形式が如何であらうと、無産政

蕪組織の基礎が勢働組合の國結の上に築かれ、其政窯の財政的

基礎が、等しく勢働組合の中に求めらる、ことは各國共通の現

象と言ってよからう。少くと竜英國に於ける如く勢働組合と勢

働蕪とが同身一膿の關係にある場合に於ては、勢働組合自身が

一面に於て政窯だとも言へる。斯くの如き場合に於ては、勢働

組合の墓金中に、政治的目的のための基金が包含せられてゐる

ものと言はねぱならの。
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　然るに政窯其他一切の政治的結祉は、法律上の地位が極めて

暖昧のものである。從つて役員の行爲に封して其結杜が團騰資

格に於て不法行爲責任を負ふとはない。そこで若し政治的結祉

たる性質を有する勢働組合をして、偶ζ他の職能をも兼ね備る

の故を以て役員又は組合員の行爲に就き、其團膿資格に於て、

全責任を負はせるとしたならぱ、他の政黛に比し法律上の取扱

に於て甚だ均衡を失するものと言はねばなら鳳。英國の支配階

級は第一次には刑罰法規を以て勢働組合蓮動を鎮歴せんとし、

第二次的には不法行爲責任を以て之に當らんとした。前記Taff

Vale　Caseはこの意昧に於ける第二次的の攻撃の矢であつた。

而して勢働組合に不法行爲責任を負はせることが、勢働組合全

禮又は無産政窯に封し如何に大きな痛手を負はせるものである

かは、後に丁誼Vale磁seの内容を記述することによつて明

自にすることが出來るであらう。

　私は更に勢働の團膿的規律即ち團膿交渉機關と言ふ側面から

不法行爲責任を観察することを許されたい。

　元來團膿交渉と言ふ現象は、契約自由の原則の内部に潜む内

在的矛盾の必然の結果であつて、近代の契約自由の原則が個人

主義を以て其イデオ・ギーとするに反し、團膿交渉は集團主義

を以てイデオロギーとする鮎に於て、反封命題の地位にあるも

のである。契約自由の原則は各人の李等といふ想定の上に立

つて個人封個人の取引を自由競雫に任せることをその本膣とす
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る。併しこの契約自由の原則といふ法律規範は、二つの方面に矛

盾を包藏してゐる。一つは其前提命題たる各入は季等のものだ

と言ふ黙に於てであり、他は契約自由の原則自艦の肚會的作用

に於てyある。即ち各入は季等のものだとする想定帥ち假読は、

その認識の封象たる祉會的事實と一致してゐない。却つて各人

は季等でないことが事實の翼相である。勿論自然法論のもたら

した各入李等（ega批6）の思想は、各人を封建的階級制度及身

分的拘束から解放し、法律の前に卒等の地位に置いた鮎に於て、

其歴史的意義は到底見逃す可らざるものがあつた。併し法律の

前の形式的李等を以て、経濟的取引に於ける能力までも李等の

ものとして自由競雫をなさしめたところに、契約自由の原則の

論理的ギヤツプが存する。またこの契約自由の原則換言すれ

ぱ、自由放任といメ・ことは個人的経濟闘孚の相互作用の無組織

といふことを其本質とするものであるが、この冠會的相互作用

の無統制を以て、最大多藪の最大幸幅を得るための法律的手段

とするに至つたのは、所謂十九世紀の個入主義哲學が祉會を以

て個人の薮學的総和と見た誤に由來するものである。英國に於

ける功利主義哲學の開祀、個人主義哲學の組織者たるBentham

に依れぱ、各個人は自己の利盆の最善の保護者であり、從つて其

利盆幸幅は各自に之を委ねることに依つて最もよく期待せられ

得る。各入の幸幅が斯くの如き自由放任に依つて得られるもの

とすれば、結局個人の集積に過ぎない肚會國家の幅利、即ち最
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大多藪の最大幸幅は自由放任に依つて最も良く期待せらると言

ふのである。

　併し前述の豫想はすでに十九世紀の歴史が之を裏切つた。肚

會現象はしかく軍純のものではなかつすこ。個人的闘雫の相互作

用の無組織、即ち自由競雫の無統制と言ふことは、Benthamの

豫想とは寧ろ反劃の結果をもたらしたのであつた。而して無産

階級大衆はこの自由放任制度の犠牲となつたと言つても過言で

はない。然らぱこの法律規範と肚會的事實との問の矛盾は如何

にして調整せられ得るか。それは言はすもがな現行の法律的機

構の根抵に横る矛盾の調整でなければならぬ。而して契約の自

由即ち自由放任主義の根抵に横はる矛盾の調整と1お結局取引

に於ける實質的季等及び自由競雫の相互作用の組織的規律と言

ふことにならなけれぱならぬ。これが帥ち個人主義に封する集

團主義のイデオ・ギーである。而して勢働組合主義は此集團主

義的イデオ・ギーの上に立つてゐるものであることは多言を要

せ鳳。即ち勢働組合は勢働取引に於ける取引能力（経濟的實質

的能力）の不李等を補足するがために、勢働者の團結を以てし、

其團結のコラリーとして勢働の團膿的規律帥ち相互作用の組織

と言ふ結果をもたらすものである。即ちこれが勢働組合の産業

的機能に外なら澱。

　斯くの如くにして勢働の團鰹交渉乃至團膿的規律機關として

の勢働組合の職能、及び現在の資本主義の下に於ける其登生の
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必然性が理解せられ、同時にこれが個入主義より集團主義への

推移を促進する進化の原動力としての歴史的意義が認識せらる

であらう。だが勢働組合登生の必然性虹に其文化史的使命と言

ふことは、直ちに之を以て勢働組合の不法行爲無責任の論根と

なし得るものではない。何故ならば登生の必然性及肚會的職能

の有要性と言ふことは、結局殆ど総ての個入及團膿に就いても

言ひ得るからである。若し勢働の團膿的規律又は團膿的交渉機

關と言ふ職能に關し、勢働組合の不法行爲無責任が主張し得ら

る＞ものとせば、それは恐らく次の根撮に於てyあらう。

　と言ふのは前にも一言した様に、勢働組合の規範的基調即ち

集團主義的イデオ・ギーは辮讃論的観察に於ては、翫存の法律

規範に勤し、否定命題たるの關係にあるものであ弧從て勢

働組合の存立虹に其活動が、銑存の法律的規範を以てせば悉

く違法とせらる可き運命にあるものであると言ふことであ

る。勿論奮規範　（個入主義）　と新規範　（集團主義）との衝突

の結果は、後者の要素を多分に囁取しつ、、順次に勢働組合法

といふ新たなる法域を開拓して行くものであるが、併しこの新

法域の開拓蛇に完成の過程は極めて緩漫なるものである。而し

てこの過渡期に於て、集團主義的イデオ・ギーを以てせぱ正當

とせらる可き事柄が、既存の個人主義的イデオ・ギーに於ては

不法とせらるるこ’が多い。從てこの過渡期に於ては勢働組合

は實に不法行爲を犯すの機會が多いものと言はねぱなら組。今
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上述の假説を英國法に於ける實例を以て論讃することを許され

たい。

　私は英國不法行爲法の範園に於て、勢働組合の當然の活動を

不法とするために用ひられた個人主義的規範の例を三つ指摘す

ることが出來る。取引自由の制限禁止（restr田nt　o｛trade）業務

午渉の禁止（i且terfereDce　or七r我de　H・・lesta七i・n）不法徒蕪（（ラo盤pi一

ヱεbcy）カダ自Pちこれである。

　取引自由制限禁止の原則（principle　of　res七r乱i錨o£trade）と

は、元來業務叉は取引は、各自の裁量を以て（a七discretion）又

自己の欲する方法に於て（inぐneヲs　own澱y）之を庭理すべき

もので、契約を以てこの自由を制限することは出來ないとの謂

に外なら濾。部ち取引の自由を契約を以て制限することを不法

観する所にこの規範の要旨があるのである。而してこの規範は

既に中世紀に於て確定せられた普通法上の原則であつて、當初

この規範は猫占事業（mo丑・pOly）の妨止といふことを其理由と

した。併し十九世紀に至つては殆ど專ら個人的自由競雫の奨働

の役目を努めたのであつた。

　此原則に依れば資本家の問の共製造品の債格の協定、螢業地

域の協定も不法とせらる》ものであるが、勢働契約に於ける勢

働時問、賃銀其他の勢働條件の協定を目的とする勢働組合の如

きも、全然不法のものとせられねばなら露。從て英國法に於ける

勢働團結椹の確立帥ち勢働組合の法認といふεは、結局この取
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引の自由制限禁止の原則を勢働組合に適用せざることに其第一

歩がなければなら濾。これが帥ち一八七一年の勢働組合法第二

條第三條である。帥ちこの爾條（前段）はr勢働組合の目的は軍

にそれがrestraint　of七radeであるとの理由を以て不法とせらる

、ことなし」と規定してゐる。これに依つて從來前記原則に反す

るの故を以て不法とせられた勢働組合は．始めて適法のものと

せられ、勢働團結権が確立せらる、に至つた鐸である。併し勢

働組合に勤し前記原則を全然適用せざるの趣旨ではない。換言

すれぱ勢働組合の前記原則の支配からの離脱、即ち前記原則を

勢働組合に適用せすといふことは、決して全幅的のものではな

い。そのことは前記爾條の後段が之を明定してゐる。即ち第二條

後段は勢働組合の目的が、取引自由の制限を以て不法とせられ

ないのは、それが徒窯罪其他の犯罪とせらる、ことがないと言

ふ意昧1に於て・）ある。rso舗to恥ny　member　of　suc：h　t餓de　uni－

on　li＆ble　to　crim量nal　prosecutiα1　f（〕¢　conspir乱cy　or　　o七herwise）

叉第三條後段は取引の自由制限禁止の原則の適用に依り、勢働

組合の目的を不法となしたのは、勢働組合契約及信託に關する

範園に於てyある。（so薦七〇rendervoid　orvoi甑ble孤y乱gree－

men七〇r七rust〉而して同法に於ては、この取引自由制限禁止の

療則と不法行爲との關係に就き何等規定するところがない。從

って二の原則は勢働組合の不法行爲に就きては街適用あるもの

と言はねぱならぬ。併し取引自由制限禁止の原則は契約の適法
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なりや否やの、所謂私法自治の限界を示すもので、其儘不法行

爲として取扱はる可きものではない。それが不法行爲とせらる

るのは、不法徒蕪行爲（conspiracy）　としてyある。徒蕪行爲

とは不法行爲をなす旨、叉は適法の目的を不法手段に依つて實

現するための合意の謂である。この種の合意は其合意の趣旨

が、實現せられたると否とを問はす、合意自膿をConspぬcyと

して犯罪叉は不法行爲となされるのである。而して勢働組合は

結局勢働條件の規律を目的とするものであるから、この勢働組

合の規約叉は決議中には、前記取引自由制限禁止の療則に違背

するの故を以て、不法とせる可きものが多かるべく、從つてこ

の種の規約叉は決議は、不法の目的のためになされたものとし

て、帥ちconspir乱cyとして不法行爲とせらるる場合が少くない

わけである。街このconspir乱cyは極めて廣汎な観念であるか

ら、團膿交渉権のコラリーたる同盟罷業権叉は罷業見張権（pi－

cket七ing）の確立せられざる段階にあつては、これらの目的の

泥めにする勢働組合の合意がeonspir麗yとして不法行爲を構成

する場合も決して少くないと言はねぱならぬ。

　荷勢働組合の活動に必然に相俘ふ不法行爲は、他人の業務の

不法干渉（unlawful　in七erference　or　trade　molestation）　と言ふ

ことである。例之雇傭契約の破致帥ち勢働の撤同の勧誘、雇主

の螢業叉は脛螢の方法に就き干渉し、叉は螢働者に封し一定の

勢働條件を強要するが如きは、すべてこの範疇に屡する不法行
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爲とせられるのである。

　上述の如きが故に、勢働の團膿的規律帥ち團髄交渉、同盟罷

業乃至見張等團膿主義の立揚から言へぱ、勢働組合の當然の行

爲が、個人主義的法律規範では不法行爲として取扱はることが

霧しいのである。勿論勢働立法の進歩と共に之等の不法行爲の

範園は順次減縮せらる、ものではあるが、過渡期に於ては勢働

組合は他の團膿に比し不法行爲を犯すの機會が多いものと言は

ねぱなら鳳。否寧ろ勢働組合は不法行爲を犯すための團膿とさ

へ言へるのである。英國に於て普通法上勢働組合が依然として

不法の團結として取扱はれてゐるのは、偶ζこの問の滑息を物

語るものと言つてよからう。

　一方に於て勢働組合の存立を法認しながら、他方に於て勢働

組合の當然爲さねぱならぬ行爲を不法行爲として損害賠償責任

を負はせることは、一大矛盾でなければならぬ。而してこの矛

盾調節のためには法律上二つの技術的方法が用ひられ得る。即

ち其一は抽象的に言へば集團主義的イデオ・ギーと個人主義的

イデオ・ギーとの調和に基く新規範の設定、もつと具膿的に言

へば勢働組合の職能の範園を明確にし、其範園内の行爲の違法

を阻却することであう、其二は勢働組合に不法行爲責任を負は

せぬことである。英國の勢働雫議法（…九〇六年）の第二第三

條は前者の例で、其第四條は後者の例であると見ることが出來

やう。勿論雨者とも其立法技術上の形式的差異に過ぎないので
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あつて、結局不法行爲としての法律上の敷果の登生せざる黙に

於て即ち實質的には同一である。併し弦に注意せねばならぬこ

とは、前者の方法を探る場合には蓮法性の阻却せらる＞行爲の

範園が限局的であるが、後者の方法に依ると不法行爲責任菟除

の範園が全幅的に隔b容い弊がある。現に’前記勢働孚議法第四

條はその弊に隔つて居るものであつて、これによつて勢働組合

は凡ての不法行爲に就き責任を苑除せざるべからざるかの問題

を提供するに至つた。而して同法の制定以來その批難の要黙は

結局此黙に存するのである。此織に就ては後に詳述する積りで

あるが、卒直に結論を示すならぱ勢働組合が個人主義の上に打

ち立てられてゐる既存の原則的規範に封し、集團主義を基礎と

して辮謹法論的に法律進化の過程に於て反封命題たるの地位に

あるものだと言ふことが、不法行爲責任に關し特殊の法律規範

を要求するとしても、それは輩に勢働組合の職能から當然演繹

せらる、種類の行爲に限るべきかと思ふ。

　私は今まで勢働組合の不法行爲責任理論を、勢働組合の職能

の特殊性蛇に法律進化過程に於ける特殊的地位と言ふ観鮎から

之を眺めたのであつたが、最後に更に勢働組合の活動形態の特

種性の上に立つて之を麹察して見やう。

　多藪人が共同の目的のために意識的に結合し、而して其結合

が共同目的に向つて按排せられた場合、吾人は之を組織ある吐

會叉は膿制ある團結帥ち團膿と呼ぷ。而してこの種の團禮はこ
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れに封する杜會學的分析、又は哲學的考察が吾々を如何なる結

果に導かうと、兎に角吾々の日常生活に於ては成員を離れて別

個濁立の存在を有するものとして取扱れる。もつと具膿的に言

へば其團膿は猫立の意思主膿として観念せられ、其團膿資格に

於て取引の主膿と認識せらる、のである。團膿が此種の認識可

能の程度に組織付けられブこる場合には、其團髄は日常生活の目

的のためには團膿入格の承認を要求し得べき権利を持つ。而し

てこの團膿人格は一つの肚會的事實であつて、法律が積極的に

之を認むると否とを問はない。そこで法律の附與する法人格と

’匿別するために、之を自然的團膿人格（natural　corpor醐on）と

いふことが出來やう。

　併し自然的團膿人格ある團髄は、常に法人格を有するものと

は言はれない。何故ならぱ法律は其固有の規範目的のために自

然的人格を有する團膿に就き、之に法人格を附與するや否やの

取捨選樺の自由を有つべきであり、叉法入格附與に就いても一，

定の手績を要求し得べき穫利を有するからである。街法律が法

入格を附與するに當つても、其附與せらる入格が全面的包括的

である揚合と、局部的限定的である場合とがある。法人格の附

與は普通包括的全面的であるが、財産の斯有に關し或は訴訟手

績上兎に角一定の法律關係に限つて人格者として取扱ふ揚合も

少くない。前者は普通法人であり後者は準法人（qu泓si－corpora－

ti6p）である。而して英國法に於ける勢働組合はこの準法入の一
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種に過ぎない。

　上述する所は既に完成せられたる法律學上の法人論の大要で

あるが、更に何れの國の法律學に於ても法人論の範園に於て法

人の不法行爲能力といふことが久しく論孚せられた。併し其論

擦が如何であらうと、普逓法入の不法行爲能力の問題は實際的

には既に前世紀に於て肯定的に解決せられてゐる。併し準法人

に就ては理論的にも實際的仁も此問題は未解決の儘残されてゐ

ると言つてよい。少くとも英國に於ては一九〇一年の丁誼V翫

1e　Caseに至るまで解れざる謎であつた。此黙に於て賄fC　Valo

Caseは勢働組合史上重大な意義を有するのみならす、一般の準

法人論の範園に於ても一つのエポックメーキングの判例であ

る。併しこの黙に就いては後に詳しく述べる機會があるから鼓

では深く立ち入ることを避けやう。

　勢働組合は其法律上の地位が普通の法人であらうと、準法人

であらうとこれに不法行爲能力を認めることは、法理上左程困

難なことはない。兎に角英國法では前記丁誼V泓le　Caseに依

て、準法入たる勢働組合にも不法行爲能力あるものと確定せら

れた。だが如何なる範園の行爲を以て勢働組合自身の行爲とし

て取扱ふべきかに就いては、更に困難を俘ふ。殊に勢働組合の

活動形態を見るに他の法人のそれとは大に趣を異にするものが

ある。

　法入の活動殊に其外部的關係に係はる活動は（法人の内部的
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關係に封してこれを言ふ）機關、代理人其他の使用人に依つて

なさるのが常態である。、法人の成員は法人の構成の基礎を爲す

ものであるが、既に成立せられたる法人に就てみれぱ、成員は

常に法人の背後に陰れて居るものであつて、成員が墾つて法人

の事務に當るといふことは殆どあり得ない。而して吾々は其法

人の機關代理人叉は使用人が犯したる不法行爲中、法人の事務

に關係あるものを法人其者の不法行爲として取扱ふのである。

所が勢働組合の活動は必すしも少藪の雇員に依てなされるもの

だとは言へない。勿論勢働組合の日常事務は他の法人の場合と

何等異るところはないのであるが、同盟罷業の場合に於いては

組合の成員自らの勢働の撤同を必要とし、この場合組合員の行

爲を離れて別に勢働組合の罷業といふものはない。罷業を断行

するためになさる＞組合の團膿意思決定のための決議叉は組合

幹部の命令に依りて罷業をなす場合に於ける其命令自騰は、組

合の行爲と言へやうけれ共、この決議又は命令實行のためにな

さる、各組合員の勢働の撤同行爲は、組合員の個人たる資格に

於ける行爲なのか、或は其全膿が集合的に勢働組合の團禮資格

に於ける行爲として取扱はるべきか、甚だ判別に苦むのである。

併し罷業灌が確立せられた後に於ては、罷業それ自睦が不法行

爲を構成することは稀有であるから、此織については詳しく論

及する必要はないであらう。

　併し各個の組合員の勢働の撤同が勢働組合自身の行爲とせら
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れた場合に於ても、勢働の撤同に際して爲されたる個々の組合

員の行爲も亦同様勢働組合自膿の行爲となすべきかは、從來の

法入理論を以ては到底解決し兼ねるものである。殊に同盟罷業

は其自膿が既に圃雫的の仕事であり、且浩極的暴力を使用する

上に、之が多藪共同で爲される關係上群衆心理に支配せられ

て、輕墨妄動に出づるの傾向あることは免れ難い。而して罷業

の範園が籏大すれば、籏大するほどこの傾向は甚だしい。若し

之等の輕墨妄動についてまでも勢働組合が其全責任を負はねぱ

ならのものとすれぱ、勢働組合は立所に破産の憂目を見ねばな

ら鳳。又見張梅の行使についても同様のことが言ひ得らる、で

あらう。

　上述するところに依て、勢働組合不法行爲理論の特異なる理

由が明らかにせられたと思ふ。これからこの困難なる問題が英

國法上如何に解決せられたが及び不手際なる解決のために如何

に憎みつ、あるかの紹介に筆を進めやう。而してこれがために

先づ第一にTaff　V泓le　Caseの槍討から始めることが順序であ

らう。

　　　　　　　‘ニ）丁誼Vale事件の内容

　この事件は丁加丁誰V勘1e　Railw＆yCo．とThe　Amlg乱mated

So礎ety　of：R乱ilway　Serv乱ntsとの間の訴訟で、原告鐵道會杜の

從業員の罷業中、被告勢働組合が其罷業遽行のため、Card置

Station　其他の揚所に見張を出し、從業員の仕事に就くことを
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防いだのに封し、同組合及び其二名の幹部　（generabnd　org乱一

丑iZing　SeCret泓rieS）を相手取つて禁止命令　（inlUnC七iOn）を求め

たのである。而してこの訴へで問題となつたのは、勢働組合を

訴への當事者とした黙にあつた。

　元來勢働組合は組合（voluntary　socie七y）であつて、其多藪人

の集合たる組合は一個の合成人として法的人格（c・rp・ra七ion）が

認められて居る課ではないのである。從つて法人に非る勢働組

合を訴への當事者とすることは、從來の法律概念からみて、適

法のものとは言へない。何故ならぱ、普通法上當事者適格は法

入（corpor醐on〉叉は個人（iBdividua1）に限られ、而して勢働

組合は個入でもなく、法入でもなく、且制定法上之に當事者適

格を賦與してゐる規定もないからである。そこで同事件に於て

も被告組合は當事者資格のないことを理由として、組合に封す

る訴への却下を主張したのであつた。所がこの主張は容れられ

す、「若し、法律が財産を所有し、使用入を雇傭し、且つ他人の

擁利を侵害し得る實在（勢働組合）を認めてゐるとすれば、獣

示的に其實在物が法律上責任の主膿たり得ることも認めたもの

と解繹せねばなら濾」として【註一】勢働組合の當事者適格を認

め、法律上不法行爲責任の主禮たり得ることを判示したのであ

る。【註二】

　〔言主繭〕　If　tLe　Leg塾lature　has　created　a　t｝1垣g　which　can　own　prop鱒，w五ich

　can　employ　servant，績nd　w｝1ich　can1皿flict血ju可，it　must　be　taken　tQ　have
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　1mP蔓ed工y　given　t盗e　poweでto　nユake　it11＆ble量n　a　court　of1我w・（Taff　Va！e　Case）

【註二】詳しく言へば「勢働組合が不法行爲訴訟に於て．當事者として訴ふろこ

　とを得す』との組合側の主張は、第一審に於ては排斥ぜられブこけれども、控訴

　審に於ては探，用せられ、組合剣の勝訴の剣決があつテこ。併し上皆審（House　of

　Lords）に於ては、第一審鋼決が正しいとせられ、勢働組合は法入と等しく其機

　關叉は使用人の行爲に就き、不法行爲責任を費ふ可きものであつて、且不法行

　爲訴訟に於ても其名に於て訴へらろ可きものであろと、釧示包られ穴のであつ

　☆。

　元來勢働組合は、一時的の當座組合と異り、其性質上永綾的

のもので、而もこれを構成する組合員に絶えす愛動のあるもの

である。從て組合の財産關係其他業務執行關係に就いて・普通

組合の法理を適用す可きものとしたならば、勢働組合内部の法

律關係は錯綜し、一途に一日も法律的安定（leg＆I　S七abi出y）を得

ることなく、一個の祉會的永績的實在くsoci翫l　enti七y）として其

機能を完うすることが不可能とならざるを得ない。故に勢働組

合の如き、其組合員に獲動の堪くざる永存的多藪者の團膿に就

いては、法律的の安定が緊急のことでなけれぱならの。

　然らぱこの法律的の安定は如何にして得られるか。從來の法

律理念を以てすれば二つの途がある。最も簡軍明瞭の方法は、

勢働組合を一の法律的實在として之に法人格を附典（incorpor乱

tion）することであつて、他は信託を通じて財産を所有すること

である。而して英國法は勢働組合に就いて前者を選ぱすして、

後者の途を採つた。

　帥t）一八七一年の勢働組合法は、第七條に於て勢働組合は、
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受託者（七rustee）の名を以て不動産を取得し、（purchase）其責却

（Sell）交換（exch＆nge）賃貸（1e易se）若しくは抵當権（mort9確e〉

の設定をなし得可きことを規定し、禽第八條に於て勢働組合の

財産は不動産（re翫1proper七y）たると動産（personal　property）

たるとを問はす、當然組合の受託者に蹄属す可きことを規定し

て居る。而して受託者は其資格に於て領有するに至りたる組合

財産を、組合及組合員のために行使すべき義務を負ひ、又受託

者が死亡、欝任、解任等の理由に依舅墜更したる場合に於ては

信託財産即ち組合財養は、何等特別の譲渡の手績を要せすして

當然後任受託者に依づて承織せらる可きものとして居る。即ち

この信託の介在に依つて、勢働組合は其財産關係に安定を得、

組合員に獲動あるも、受託者たる組合自身の地位に何等影響を

蒙ることなく、法人の如く永績的に實在を獲得するに至るので

ある。從つて勢働組合は嚴格なる意味に於ける法人ではないけ

れども、財産的關係に於ては受託者たるの資格に於て、其組合

各個人とは別個の合成人格が法律的に認識せられねばなら澱。

勢働組合が準法人　（quasi－corporation）　と稗せられるのはこれ

カダナZめである。

　斯くの如く勢働組合が、ひとたび信託的権利の主膿として、

其合成人格が承認せられる以上は、少くとも其財産關係に就い

て訴訟手綾上も亦、狗立性が認められねぱなら蹟。そこで前記

第八條は其末段に於て、信託財産は軍に勢働組合の受託者たる



26 勢働組合の不法行爲責任

資格に於て、受託者に蹄属するに過ぎざるものとして取扱はれ

る可きことを規定し、【註置】以てこの信託財産の濁立性及之が

勢働組合の財産として取はる可きことを明らかにし、更に第九

條に於て受託者及組合規約に依り授権せられたる役員は、其資

格に於て組合の財産に關し訴へ、又訴へらる可きことを規定す

るに至つた。而して受託者及役員が其資格に於て訴へ叉訴へら

ると言ふことが、其形式は兎も角實質上勢働組合自身が其訴の

當事者であると言ふことは前記第九條が、受託者又は役員に攣

更あうたる場合と雛も、訴訟手綾は中断中止せられることなく

後任者の名に於て進行せられる．可きものとなし、更に後任者又

は役員に封する訴訟上の迭達は、勢働組合の事務所に逡達する

ことを以て足るとして墜四】居ることに依つても一暦明自であ

る。

【註三】第入條後段

・・……我ndlnaUaCtiO鵬ンOrSUitS，Or血diC即enおフOrSUmm町prOCeedingS

be氏）re　any　court　of　summaη　jurおdlctlon，toueh重ng　or　concerning　any　such

propertyンtLe　sanle　shaユ1be　state（i　to　be　the　proPαty　of　the　pαson　or　p㏄sons

£or七加timebe血9五Qldingthesaido働eoftr戚ee，血theirpropernames，認

セ鵬tees・fsuchセaαe面・nw圭thoutfαtherdescr1pti・駄

【註四】第九條

　Theセustees　of　anyセade　un董on　registered　under　t屈s　Act，α　any　other

　o伍cαof　such　trade　union　who　may　be　author珀ed　so　牧）　do　わy　the　rules

thereo£鍍eherebyempつwαedto髄ユgordefend，・rca鵬etobebr・ughtα

defended，any㏄tion2suit，脚secution・rcomplaint血anyco倣t・f1器・r
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　equityt・uel血9・rc・nG㎝ingthepr・p飢y，lr量gL七，・rclaimt・pr・P飢y・f

　t五e廿＆deuni・n3㎝ds回1and隙y，in飢1acti・闘c・nc㎝ingt五ereal・r

　p（畑onal　property　of　sucL　tr＆de　unio強，sue　and　be　sued，plead　and　be　im■e－

　aded，in町c・嘘・flaw・requ辻y，inthe1rpr・pern蹴鈴，轍hout・t五㏄

　desc嫉ptヱon　t五an　t五e　title　of亡helr　of五ce3alld　no　suc五a（⊃tion，su鷲，　prosecut至on

　or　conlpla1nt　shall　l）e（1iscontinued　or　shaユI　abate　by　the　dea，th　or　removal　flrom

　o磁ceofsuchp齢ons・ranyofthem，butt五esamesh飢landmayわeproceed

　短bythe1rsuc㈱・ヱorsuecssQrs薦ifsuchde鵡ressgnation，orremova1五ad

　n・t敏enplaβe；andsuc五successorssh飢1payorr㏄e1vet五etitlec・stasif

　theaction，suit，orProsecuti・norcomplainthadbeencommencedint五e注n歌mes

　£or　t五e　benefit　of　or　to　be　reimbursed　from　t五e　funds　of　suc五trade！union，

　andt五esummonstobei鵤uedtosuc五加usteeorotぬer・fac㏄maybeserved

　by　Ieaving　the　s我me　at　the　reg1s紬ed　o缶ce　of　t五e伽de　union．

　上述の如く之等の規定は、勢働組合が受託者叉は組合の機關

を通じて財産を所有し、且訴訟の當事者たることを得ることを

規定してゐるけれども、其當事者資格は文理解繹上は軍に勢働

組合財産に關する揚合に限られて居る。從つてこの規定に基い

て不法行爲に關し勢働組合を訴へることは、不可能であるかの

様にみえる。

　街勢働組合はかの所謂代表訴訟（representative　ac七ion）の方

法に依つても訴へ叉は訴へらることが出來る。代表訴訟とは同

一の利盆を有する多藪人のある場合、裁判所の許可を得て其一

入叉は藪人を以て全膿の代表者として訴へ叉訴へらる形式であ

る。【註五】併しこの代表訴訟も亦、契約上の利盆又は財産上

（propriet刎yinteres七）の雫ひに限られるものであつて、【註六】不
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法行爲訴訟に就いては適用のないものとせられて居る。

　【註五】Crded6，rule9，0f　the　Supreme　Co髄provides　th砿“Where　there

　飢enUm鍵OUSperSOn五aV2ngtheSameintere3tまnO丑eCaUSeGrmatter50neOr

　m・reofsuchpe罵onshavingthesameintαestinsuchca鵬eormattermay

　sue　or　be　sued　or　ma，y　be　author1sed　by　the　Court　or　a　judge　to　defbn（i　in　such

　causeQrmatt㏄，・nbehalf・fQrf・rt五ebene且t・fa！lpers・鵬s・五nterestedノン

　（Slesserand：Baker，TraδeUnionLaw，P．58）

　『註六】Tempe面n乳Russe墨，1893Wood　v。McC我rthy（1893）Grossmall　v．

　Granv五1Club　（1884）

　上述の如きが故に不法行爲訴訟に於て、勢働組合を當事者と

して訴へることは、成文法上直接の根嬢のないものと言はねば

なら譲。又現に一一八八五年Lyons封Wilkins事件に於て、勢

働組合が不法行爲訴訟に於て被告として訴へられナこけれども、

其訴は却下せられた。

　斯く、の如きが故に、勢働組合が不法行爲訴訟に於いても訴へ

らる資格ありと判示するに至つた丁誼V乱1e鉱seが、判事立

法（jlldge－made4aw）として而も階級的僻見に基く偏頗の判決と

して勢働組合蓮動者に依つて批難せられるに至つたのは無理も

ない話である。殊に同事件は其控訴院に於て、勢働組合側の主

張が容認せられた關係もあるので、上告審の判決は一暦勢働組

合側の不満と猜疑の念を深くしたのである。加之勢働組合をし

て其役員叉は個々の使用人の不法行爲に就き全責任を負はせる

ことは、前にも一言して置いた様に、直ちに勢働組合の破産を

招き、勢働組合の共濟組合的職能をも侵害し、著しく勢働組合
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運動の進歩を阻害す可きことは言ふまでもない。從つてこの判

決に勤して政治的に猛烈な反動運動の起つたことは當然のこと

でなければなら澱、

　併しこの判決の勢働組合運動に及ぼす影響及び之に件ふ政雫

を放れて、此刹決の基礎としてゐる法理に就いては、今一慮之

を考へてみる必要がある。前述の如く成文法の文理解繹上、勢

働組合が受託者又は役員を通じて組合の名に於て訴へ又訴へら

れるのは、契約關係及財産關係に關する訴訟に限られて不法行

爲訴訟に就いては何等成文法上の根擦のあるものではない。

從て丁雌V乱1e磁seは法理上の新機軸を開いた劃時代的の判

例と言ふ二とが出來る。併しこの判例に依つて創設せられた新

法理は抽象的に之を考へた時、果たして不合理のものであらう

か。否却つて團禮法理の一進歩と見る可きものではなからう

か。

　元來椹利本位の近代法は、其主膿として入格の観念を件ひ、

杜會的に實在するものと錐も、法律に依つて入格を附與せざ

るものは、法律現象の主艦として認識せらる可きものでないと

せられた。而してこの入格は、自然入と法人に限られて居る。

自然入は生まれながらにして法律上の人格を享有するものであ

るが、法人は法人格の獲得（incorpor甜on）に特別の手績を必

要とする。從つてこの手績を踏まざるものは、祉會的に其濁立

酌の實在を認識せられ得るものと錐も、法律上は法人として取



30 勢働組合の不法行：爲責任

扱ふことは出來ない。例へば多歎入の永綾的の團艦があり、其

團膿は之を表示する濁立の名穣を有し、其團膿の意、思決定又は

事務の途行等に一定の組織的機構を有する場合に於ては、吾入

は枇會日常の取引に於て、其團結の成員を離れて濁立の團膿入

格を観念するのである。今便宜のため日本の辮護士會を例に探

つて考へてみやう。元來辮護士會は法律の強制する團謄であつ

て、之を表示する濁立の名稗を有し、其團腱として爲す可き職

能の範園も法律に依つて豫定せられ、其意思決定、代表、事務

執行等に就き、それぞれの機關が設定せられて居る。從つて辮

護士會の名に於て、其機關を蓮じて爲さる、行爲に就き、其相手

方は辮護士會と言ふ團膿入格を封象として認識して居るのでめ

つて、個々の辮護士會員を其取引の相手として考へてゐるので

はない。併し辮護士會は吾國法の下に於ては法人ではないので

ある。故に從來の法人格論を以てすれば、辮誰士會は法律現象

の主膿とはなり得ない。即ち合成入格は、日常生活に於ては何

等の疑問もなく其實在が認められて居るけれども、手績の上で

は権利義務の主膿として取扱はれることはないのである。こ、

まで來たとき、肚會的事實と法律規範との問に可成りの距離の

存することに氣付かねぱならない。而して二の法律規範と肚會

的事實との問の矛盾、換言すれば實質的祉會生活と之を規律す

るための法律的理念との問の、上述の如き乖離に依つて幾多の

不便不合理の結果を生むであらうことは、想像に難くない。然
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らばこの矛盾は如何に調節せられ得るか。

財産の享有に就いては、前にも鯛れて置いた様に信託制度を利

用することに依つて、其不便な或程度まで緩和出來ないことは

ない。而して多藪入の團結を一膿として受盆者たる資格に於て

信託的椹利の主膣として取扱ふことは、そのこと自膿がすでに

極めて限られた範園にてはあるが、法入に非る團膿を権利の主

膿として認めることに外ならの。

　面この種の團膿に就いての最も痛切なる法律的必要は、訴訟

手綾上の濁立性である。祉會取引上に於て濁立の實在として認

められるに反し、これが訴へ叉は訴へられるに當つては、其猫

立性が否認せらる＞のでは、團膿の全員が當事者として取扱は

れねぱなら組。併し加入脱退の問断なき、且多藪の成員を有す

る團膿に就き一・々成員を當事者とすることは、到底其手績の繁

薙iに堪へ得るものではない。そこで何れの國法に於ても、實膿・

法上法人格を認めざる團膿に就ても、例外的に訴訟手績上は種

々の形式で、其當事者適格を認めるの傾向となつて來て居る。

從つてこの種の例外に就き、観念のコペルニツクス轄同を施し

て、法人に非ざるも法律現象の主膿たる團膿人格、部ち準法人

の観念が得らる謬である。

　既に説明して置いブ～様に、一八七一年の勢働組合法は勢働組

合を法入とはしなかつたけれど、受託者（七mstee〉を通じて財

産を所有し得るごと、及其財産に關しては受託者及其他の役員
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を通じて訴へ得ることを明定してゐる。從つて勢働組合は英國

法上、準法入の範疇に属する祉團であることは毫も疑ひない。

丁誼％le　Caseに於てLord：Farwellは勢働組合の法律的地位

を説明して曰く法律は勢働組合に法入格を附與することなくし

て、法入の本質的要素たる財産の享有能力及代理機關に依る行

爲能力を認めたものであると言つてゐるのは至當である。醗七】

【註七】The』Legis蹴ureフ量ngiving＆丁副eUnio箆thec卿citytoownproperty

　and　t五e　capacity　to㏄t　by　agents　h認）without　incorpor飢iug　it，giving　it　two

　O田・eeSSenti翫lgU飢三t1eSOf＆CQrpOrぬOn．

　　併しLordPre3identln離はスコツ1・ランドに於てLGrdF鍍wellと全然反

　封の判示をして居ろ。郎ち一八七一年の勢働組合第五條が勢働組合にFr三endly

　Sotc三ey　Act，Indus価al　Soeiety　AetフComP蹴ies　Actを適用せざろ旨を規定して

　ゐろのは、明らザに同法が勢働組合に如何なろ意味に於ても、其國髄的實在叉

　は能力（corpo鰍tive　exi＄tence　orc＆padty　whate▽er）を認めざるの主旨であろと

　（Sir　SlesβerンAn　Introduet三〇n　to　Trade　Un圭on　L＆w，：p．23）

　斯くの如ぐ勢働組合は、法人類似の法律的實在（legal　entity）

であるが、其不法行爲能力及び不法行爲訴訟に於ける、當事者

適格の理論的構成にはなほ多くの困難が件ふ。元凍勢働組合は

普通法上不適法の團艦であつて、制定法（s繍u絢に依つて創

設せられたものであるから、其能力問題については先づ制定法

に其根縷を求めねぱなら鍛。然るに勢働組合法には勢働組合の

不法行爲能力を規定した直接の明文なく、叉訴訟當事者能力を

規定した明文はあつても、何れも勢働組合財産に關する訴訟に

限られてゐる。そこでT＆ffV撮eC＆se　に於てはすでに詳述し
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た如く法律が勢働組合に財産を所有し、使用人其他を雇傭し、

且他人の権利を侵害し得る能力を認めてゐるからには、裁判上

不法行爲に就きて、責任を負罐せしむべき権限をも黙示的に與

へたものであると解せざる可からすとの読明をしたのである。

そこで其判決の根擦は直接の明文にあるのではなく、勢働組合

法全膿の立法精紳から績繹抽出せられたものだと言はねばなら

蹟。但しLord　Lindleyは一七八一年の勢働組合法の第八條の

in　alb面ons，etc．，七〇uching　concer血ing　suc虹property（勢働組

合の信託財産）及第九條　in　all　acti・ns　cQnceming　the　real　or

personal　property　of　such　trade　uni・nと言ふ文言を極めて廣義

に解繹し、弦に財産に關しとあるは、特定の財産に關しての謂

ではなく、廣く組合財産に影響す可き不法行爲訴訟をも包含す

るものと解す可きものなりとの見解を採つたのである。更にか

、る廣義の見界に立つて、勢働組合自身を不法行爲訴訟の直接

の當事者となすことが出來るや否やは、軍に形式的の問題であ

つて、實質的には殆ど無盆の議論にすぎない。Lord：Lindleyの

言を假りて言へぱ、假令勢働組合自身が不法行爲訴訟に於て・

其名を以て訴へられることが出來ないとしても、組合員の或者

卸ち組合の役員（exeoutive　c・mmi七七ee）は彼等自身及其他の組合

員のために訴へ叉訴へられることが出來・叉組合の受託者も當

事者となすことが出來るから、裁判所は結局組合の信託財産か

ら其損害賠償額及其費用を支携ふ可きことを命じ得べく・かく
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なれば勢働組合自身が其名に於て直接訴へられるか否かは軍に

形式上のことで實質的には勢働組合自身が當事者となるのと何

の獲りもないのであると言て居る。【註八】

【註八】IftLe伽deu漁i・Bc・uldn・tbesued玉nt漉c段seinitsregiste蹴

　name7someofitsmembersnamdy，itsexecutivecoln雌eec匂uldbesuedou

　Lehaユf　o£t五emselv硲and　the　o色er　members　of　the　society…If　the　trustees三nl

　whom　the　property　of　t五e　society至sユega・11y　vested　w（塑e　added段s　p磁ies，an

　order　could1）e皿しade　in　t血e　same　action　Qr　t五e　payment　by　tLしenユou七〇f　t五e

　funds　of　the　society　of　a浬1（lamages　an（王costs　for　which　t五e　p！a，intif驚　nユ量ght

　obta5皿5udgmeロt　ag我inst　t血e　tぬde　union…　This　question　is　not　a　question　of

　sub晦ncebutQfmere鉛ml（JQ㎞H・Greenwood，Thehwrelati㎎t・Tm－

　deUhions，P78，79．）

　爾この判決と殆ど時を同じくしてL1nak磁1v∴Pilcher事件に於ても類似の問

　題が取扱はれすこ。郎ち不法行爲訴訟に就き組合の受託者が被皆として訴へら

　れテこに野し、孚ひの名蟹籔損の艶事（Libel）を包含する刊行物（：R認職y　Rev－

　iew）は受託者の所有名義（regis亡ered　pro画et備）となつて居ろけれども聲働

　組合（Amalgamatedεociety　ofRailway　Servants）員の7こめに襲行せられ☆

　　ものであろザら、受託者は組合基金を拘束すろ様に、組合代表資格に於て訴

　へらろ可きものだと鋼示ぜられテこのであろ。（同上）

　　AmalgamatedεoeietyofB乱ilwayεe「vantsは組合の名に於てこれを所有す

　ろことは出來なザつテこので（法人に非ろテこめ）組合の受託者の一人プころP漉her

　の所有名義でIR測way：Reviewと言ふ機關噺聞を饗行してゐ7こ。所が偶々原

　皆：L励kerの名馨駿損の記事を揚載しテこので、原告は新聞の経螢主☆ろ被告

　を単に個人の資絡に於てではなく、勢働組合の受託者テころ資絡に於て訴へ☆

　　と言ふことが、事件の筋書である。

　　　（ミ）TaE　Vale事件の法理的基礎

上述した如く丁誼Vale砺seは一面に於て代表訴訟（repre一
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sen繍ive　action）に關する規定及一八七一年の勢働組合法の受

託者及役員の當事者適格に關する規定に就き（発篠）從來狭義の

解繹一帥ち財産及契約關係に限る一が行はれて居た關係上

恰も從來の法規を根本的に覆す判事立法として批難せられ、又

他面に於てそれが偶々勢働組合に就いて起つたものなるが故に

それに俘ふ勢働組合蓮動に封する影響に刺戟せられて政雫の的

となり、判事の階級的僻見に基く偏頗の判例として攻撃せられ

のであるけれども、今暫く勢働組合關係を離れて冷静に其法理

酌軽開を考へるならば、寧ろ進歩的の名判決として稻賛すべき

ものではないかと思ふ。此意味に於て　Taff　V＆le　Caseは勢働

組合關係に於ては批難の的とせられたけれども、一般團膿法理

の進化の過程に於ては一新機軸を開いた判例として特に學ぷ可

き織が多い。そこで本稿に於て私の辿らんとして居る本來の筋

道から言へば、多少脱線の威がないではないけれども、此判例

の團艦法理に就き及ぼせる一般的影響に就き今少し立入つてこ

れを検討することを許され度い。

　既關係に於て傳來責任の法理　（vic＆rious　liability）と法人の

不法行爲能力又は不法行爲責任に關する法理に就き、一瞥を沸

ふの必要がある。

　傳來責任（vicarious王iabiliもy）とは、他人の犯した不法行爲

に就き現實の行爲者　（抗otu乱1wrongdoer）以外の者が責任を負

ふ揚合を謂ふ。私が弦で問題にしたいのは、使用人の不法行爲
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に就き賠償責任を負ふ場合である。何故に使用人が其業務執行

に關して犯した不法行爲に就き、傭主までが責任を負はねばな

ら鳳か。此織に關しては二種の立法主義が行はれてゐる様に思、

ふ。之を夫々過失主義保険主義と呼ぶとしやう。

　過失主義は使用人の行爲に就き傭主が責任を負はねぱならぬ、

のは、傭主の側に於て其選任監督に付き過失があ弧或は其特

定の行爲をなす可く傭主が指圖又は授権　（au七horize）したもの

であると言ふ織に其責征の根擦を求めるのである。從つて過失

主義は不法行爲の責任に關する道義的責任論の一表現とみるこ、

とが出来る。日本民法、狸逸民法等がこれを探用してゐること

は言ふまでもない。

　併しこの過失主義はその實際的の蓮用に於て、種々の困難を

俘ひ色々の：弊害を生するの歓陥がある。個々の行爲に就き主人

側の過失叉は授権の有無を謹明することは、事實困難であり、

若し其謹明を必要とした揚合に於ては、主人は常に授灌のない

二とを理由として責任の回避を圖り、好智者をして使用人の介

入に依つて不法行爲をなさしめる途を開くこともあり得る。殊

に使用人は事實上無資義者が多く、從つて行爲の當事者たる使

用人から救濟を求めることは殆んど室論に等しいのみならす、

叉實際に於ても使用入は其主入のために働くものであつて、使

用入の行爲から生する利盆は主入に蹄厨するものである。今假

りに行爲の當事者たる使用人が無資産であつたとした場合に於
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て結局問題は其損害を何等責む可き黙のない被害者と、主入側

の何れに負櫓せしむべきかの政策上の問題にならなければなら

の。主入側は使用入の行爲から生する利盆を牧得す可き地位に

あるものであるから、此黙を考慮の中に入れ、利盆iは責任を負

ふとの一般法理を適用して、其利釜の購する主入側に責任を負

はせることは決して不當とは言へない。そこで道義責任の観念

を離れ　、凡そ他人を使用するものは其業務の範園に於て、其

過失の有無に拘らす、第三者に封して使用入の行爲に就き責任

を責ふ可しとの政策的見解（pub五ic　policy）が生まれて廉るの

である。私はこれ．を保駐義と名付けたい保駐義と言ふ勝以

は主、入は其過失の有無に拘らす使用人の不法行爲に就き、第

三者一般を保険す可き地位にあるからである。而して英國法は

二の保険主義に依れるものである。盤九】

【暑主九】　The　m歌βteちin　short，is　put　in　t五e　position　of　belng　compe1玉ed　to

　insuretLepubliωga加stthem1scoゑductof伽sewhoacti曲量semploymentシ

　or，in工，ord（》anworth7s　word，‘to　gua鰍ntee　third　p（船ons　aga・inst　ali　hurt

　留三singfr・mthec我re醜皿ess・f五三msdf・rofth・seactingunder臨oでd鵬in

　the　course　of撞s　buslness，（Hαbert　A。Sm気th，　The　：Law　of　Associatio践ンp、

　64）

　此英國法上の保瞼主義は、其適用の廣汎なるものであつて、

Limpus　v．London　Gener＆l　omnibus　Co，（1862）に於ては、使

用入が：文書による命令（printed　orders）に蓮背して爲した行爲

に就いても衝主人は責任を負ふ可きものとせられ、叉Lloyd　v，
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Gr乱ce，Sn・ith＆Co（1912）に於ては辮護士（Solicitor）の書記

（Clerk）が事件依頼入を全然自分自身の利盆の爲めに欺岡した

行爲に就き、主入たるi辮護士も責任を負ふ可きものとせられた

　前述したところの過失主義と保陰主義と其何れが優れりや、

其優劣に就いての評論は今私の携る可き仕事ではない。又爾主

義は實際の結果に於て大差を生するものではないかも知れな

い。併し近代諸國の立法又は解繹の傾向が過失主義を離れて寧

ろ保険主義に傾かんとするの傾向のあることは、何人も否まな

いところであらう。殉特に興味を威する黙は英國の保険主義の

原則が、其論理的展開の上に極めて強力性に富んでゐると言ふ

ことである。即ち保険主義の責任の基礎が、第三者の保険とい

ふところに存するのであるから、其保険基金が如何なる形式に

何入の手に蹄属して居るかは問ふところでない、との第二次的

の源則が生まれて來る。其保険基金たる財産が一・人の所有する

ところであらうと、薮入によつて所有せらるると、又は自然人

に蹄属すると、法人に蹄属するとを問はない。被害者の損害賠

償講求権の根接が保険と言ふ公の政策（public　policiy）にある

のであるから、其の何れの場合にも適用あるものと言はねぱな

ら♂Q。【註一・O】

【註一〇】Smit五，莇揚

　使用入の行爲に就き其主入が第三者に封して賠償責任を負は

．ねばなら濾とのこの傳來責任の法理は、一見、臨登Vale磁se
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と何等縁故のないもの、様に、威ぜられるけれども、追々明自

にするであらう様に、この保険主義の原則こそは實にTaff　Vale

磁seの理論的の一の伏線をなして居るものである。

　更に私は同判決の墓礎をなしてゐる今一つの伏線を辿らねぱ

なら濾。それは言ふまでもなく、法人の不法行爲能力に關する

法理である。

　法人の不法行爲能力に就いては、英國に於いても法律家が法

入は其成員を離れて濁立の實在を有するものなりや、或は輩に

法の擬制に基くものなりや、の哲學的問題に深入うをしたので

あつた。併し法律家のこの哲學的領域への遠征は、法理の究明

に多くの敷果があつたであらうか。寧ろ極めて簡軍に片付けら

れる問題までも盆々迷宮に導いた藏がないでもない。

　法人擬制説の土産は、法人は其目的の範園内に於てのみ権利

及行爲能力を有すと言ふ法理（U1も聡▽ires）であり、叉法人實

在詮のものたらしむものは、法人は其個々の成員の意思を離れ

た猫立の團膿意思を有すとの所謂綜合意思（general　wi11）の

観念と法入機關（代理に非す）の観念とであつた。然らぱ之等

形而上學的の諸概念に依つて、法入の不法行爲能力の問題は如

何に解決せられたか。法人は其目的の範園内に於てのみ、権利

及行爲能力を有すとの観念の嚴格なる論理的登展に依つて、

法入の不法行爲能力が否定せられたことは當然でなければなら

ぬ。何故ならぱ不法行爲は法入の目的内の行爲ではないからで
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ある。併し其議論の不當なることは言ふまでもない。そこでこ

の不當の結果を調節するために、過去の法律學者は論理の展闘

過程に手加減を加へんと苦心したのであつた。

　叉法人の綜合意，恐及機關の観念は、法人の意思と成員の個入

意思との識別に拶み、且つ法入の心意に不法行爲の主観的要件

たる過失（neglige㍑e〉とか、害意（m謡ce）とかの所謂有責的心

理状態（mensre昂）があり得るかの疑問を生むに至つた。

　ところが注意せねぱなら漁ことは、これらの哲學的問題の如

何に拘らす、實際に於ては何れの法制に於ても法人と其機關と

の關係に就き、代理及委任に關する法理を以て庭理してゐる こ

とである。そこで不法行爲に就ても、この代理關係に關する法

理を適用することが出來ないかとの疑問が起らねばなら譲。帥

ち法入は法9）擬制に基くものにせよ、祉會的に實在するものに

せよ、代理入を通じて始めて行爲し得るものである。法人と言ふ

抽象的の合成人格が、他の自然入を通することなくして行動す

ることは有り得ない。一定の自然入が法人の授椹に基き、其権

限の範園内に於て法律行爲をなし泥場合に於て、其敷果は法人

に露するのである。然らぱこの法人の代理人又は使用人たる自

人が法人の授権に基き、且つ其権限の範園に於て爲したる不法

行爲に就いても、法入に其敷果を求めることは出來ないもの

か。前述した所の保険主義を加味した揚合に於て問題の解繹は

容易である。保瞼主義は自己の業務に就き、他入を使用するも
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のは、其使用人の行爲に就き其業務の範園、卸ち授権の範園内

に於て、第三者に封し保険者の地位にあることを其眼目とする

のである。而してこの理論は法人に就きても同様でなければな

らぬ。即ち法入は其使用人の不法行爲に就き、（機關も代理人と

して法人の使用するものである）授椹の範園内に於て、第三者

に封し保険者的地位に立たねぱなら澱筈である。本人が法入た

ると自然入たるとに依弧第三者の地位に異動を來す可きでは

ない。そこで英國法の下に於ては、法人と其使用人との關係に

就き普通代理に關する法理（hw　o｛昭eRcy）を適用すべきもの

とし、而してその適用は法律行爲のみならす、不法行爲に就て

も同様に取扱はる可きものとせるに至つた。【註醐凶】

【註劇一〕Smith前揚、P．59以下

　此鮎に關すろ善通法上の理論を最も明瞭に開示して居ろものは、C蝦zens7s

　lLife舶sur翫nce　Cαv・Brown（1904）に於けろ：Lord　I血dleyの到決理由で

　あろ。

　　“If　it　is　once　gr段nted　t五at　eG聖or翫tions　are　fQr　eivil　purposes　to　be　regarded

　aspers・nンi，e．aspr圭ncipalsaゆg伽・uεh我gentsaゑdser▽an蕊，itisdi鐙cult

　tO　See　W五y　tke　Ordinaどy　dCC†Qr1neS　Of　agenCy’and　Of　maSter我nd　SerVant　are

　n・tt・beapPHedも・cQrp・mti・nsaswellast・crd董n町individ㎜1鼠Th㏄e

　d・c加rineshavebeensQapPlied血agreatv留letyofcasesinqu鋸ti・ns曲ing

　outofeont慨tsandinquestio鵬蝕isingoutofto胸andfmudsタandtoapPly

　t五emtDoneclassoflibe狛andtodenytheirapPliαしt1onto歌notherclasso£

　1ibeお，・nt五egr・undt五atmaliceαmn・tわeimputed右・我b・dyc。咽瓢動

　』apP鰯t・the冠・rdsh三pst・bec・蜘ryわ・s・u測e望1pr圭nc三鵬丁・憾

　about　imput地g　ma工ice　to　co喜）Qrat1ons　al）pe翫rs　to　their　I・ordships　to圭ntroduee
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　meねphysicaユsubtletie3whic｝1are　needle3s　and　魚IIacious，Theh！工ords短ps

　concurwiththeマiewoftLeAct1ngC五iefJusticeinthiscasethatif：Fitzp＆t－

　rickpub1紬edthelibe！scompl訊inedofinthecouヱseof漉emP1・ymen毛t五e

　company　are　liable　fbr　i七〇n　t五e　ord血乱ry　pr血c童P1eg　of　agency2，

　この英國法に於ける代理の観念は、法律行爲のみならす、事實

行爲の代理帥ち他入の指圖又は授権に基き他入のために行動す

るすべての場合を包含する極めて廣汎のものである。なほ法人

に就き代理の法則を適用することに依つて、前述した哲學的の

困難なる問題は一掃せられることになるのである。法人の不法

行爲に就いて、法律家の決す可き問題は、法入の代理人帥ち使

用人に依つて爲されたる特定の行爲が、法入の目的内の行爲な

りや否や、叉は法人に過矢ありや否やの問題ではない。保険主

義及代理読の適用上問題となるのは、其行爲が授権の範園換言

すれば職務又は業務執行上の行爲なりや否やに存するのであ

る。

　上蓮するところに依つて英國法に於ける法人の不法行爲責任

に關する法理を明かにしたのであるが、この保瞼主義、代理説

の結合が直ちに田証V乱le伍seの全基礎であると言ふことは出

來ない。何故ならぱ勢働組合は法人でなく、從つて非法人たる

勢働組合に法入の不法行爲責任に關する法理を適用するが爲め

には更に今一つの論理的過程を必要とするからである。

　元來法人と非法入との匠別は、 多くの揚合箪に法律技術上、
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形式上の問題に過ぎない。今肚交倶樂部　（social　club）につい

て其例を取つてみやう。倶樂部の業務執行はその目的の爲めに

任命せられたる委員に依ることが普通である。而して倶樂部の

財産はその倶樂部が法入でない場合（頗ncorpor醐OI！）に於い

ては、信託の設定に依つて受託者に蹄属すべきものである。併

し倶樂部は會肚法に依つて、法人となることも出寒る。而して

二の會冠法の手績を履行した場合に於ては、其財産は信託に依

らす、其倶樂部の名に於て直接所有し得ることは言ふまでもな

い。併し倶樂部は法入となることに依つて財産享有の形式叉は

登記手績の上に相違はあるけれども、其倶樂部生活及統螢等の

實質に於ては法人たると然らざるとに依つて、何等の愛りはな

い。殊に倶樂部と使用人との關係に就き何等の差異を生肇るも

のではない。然るに若し倶樂部の使用人が、其職務の執行に關

して犯した不法行爲に就き、被害者たる第三者は倶樂部が法人

なる場合に於ては倶樂部の財産から救濟を求め得るけれども、

然らざる場合に於ては倶樂部共のものから一文の救濟をも得る

ことが出來ないとしたならば、軍に法律技術的帥ち形式上の差

別のために、實際生活上の必要を犠牲に供することにならねば

なら鳳。叉これを倶樂部の側から言へぱ、法入手綾を履むこと

に依つて賠償責任を負澹することになり、この手績を避けるこ

とに依つて倶樂部と言ふ團艦的實在（corporate　existence）から

法人たる場合と同一の利盆を享樂しながら、責任だけは同避し
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得ると言ふことにならねぱなら函。此結果の不當なることは敢

て多言を費すまでもない。從つて實際的の愛當を期すためには

倶樂部は法人たると否とを問はす、其使用入の行爲に就き責任

を負ふ可きものとせねぱなら組。

　又前述した代理説の根擦は法人の不法行爲責任に關し、法人

の實在や其過失を問ふことなく、軍に使用人と本人との關係に

これを求むるに過ぎない。而して本人使用人の關係は倶樂部の

揚合に就いて言ふならぱ、それが法人であると否とに毫も憂り

がない。そこでこの代理説を倶樂部の如き準法人に籏張適用す

可きことは、論理の當然の命じ得るところでなけれぱなら鍛。

叉保瞼説は前述した如く、其保瞼基金の如何なる形式に存する

かを問は譲とのコラリーを俘ふものであるから、準法人たる倶

樂部に就いては、其受託者の名に於て所有せられて居る倶樂部

財産に、之を求め得可きものとせねばなら澱。而して勢働組合

一少くとも登記せられたる組合（reglstered　tr＆de　union）一

は前記の倶樂部と、何等法律的地位に選ぶところはないのであ

る。從つて準法人たる勢働組合に就いても、法人の不法行爲責

任に關する法理を適用し得可きことは、論理の登展上何等の不

思議はないと言はねばなら組。

　更にこの理論の堅實を裏書するものは、par七ners五ipに關す

る普通法上の療則である。P烈皿ersぬiPは英國法上法人ではな

い。併し普通法上（今日は制定法上）par七豆ershipは其使用人



勢働組合の不法行爲責任 45

の不法行爲に就いて、責任を負ふ可きものとせられて來た。こ

れを以ても團艦が不法行爲に就いて、責任を負ふのは決して法

人に限らないことカダ明らカ）である。

　傍し不幸にして判例上par七nership以外の準法人に就き、斯

くの如き法理が確定して居る謬ではない。丁誼Vaγe磁seは此

の未開拓の畑に、始めてこの理論的法則を確立したのである。

冤に角判決の要描は、團膿の享有する特権は、其團膿責任と相

俘ふ可きものであると言ふところに存する。（註藺二）

　〔註一二】　Smith，前揚、P．72

　　禽Geldert敢授は、丁誼Vale　C＆seに欝すろ列決を正當のものとし、7こΨ其

　理由ぱ不法行：爲實行者（o漉nding　member）は全組合員がi獣示的に授権しテこも

　のとして説明す可きものとしてゐろ。（25，H蟹肌L・R，P584）

　丁誰Vale磁se』は兎に角準法人の不法行爲責任に關する指導

豹判例（le＆ding我U七hori七y）として、其後勢働組合以外の團膿に

も適用せらるに至つた。帥ちGree強1鋤dL七d・，v・Wilshurstに於

て丁誼Vale　Caseの理論を踏襲し、非法人たる團膿に封し其

不法行爲に基く損害賠償を命じたのである。街婦人滲政権運動

者導等が飢暴狼籍をした際に、Sir：Fdwad　Clarkは丁岨V我le

磁seの理論を基礎として、W・meユ’s　Socie七y翻d　Poli七ic＆ISoci6一

七yは其會員の不法行爲に就き、責任を負ふ可きものなりとの

意見籔表したことがある。（濫運鵯、、，）併し準法人に關し

此種の判例が稀であるために、法人格を有せざる冠團（Volunt証y

おocie七y）は、不法行爲に就き訴へらる可きものでないとの意見が
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廣く行脈て居る．臨灘播）從て繍に關する英法上の

原則は今以て不確定のものだとも言へやう。

　何れにせよ丁誼Vale　C麗eは一般的の法理としては大いに

jus駈c醐o蝕の飴地のある判事立法である。併し勢働組合に就い

て、之を無制限に適矯することは、前にも述べた通り祉會的に

は不當である。此の弊を矯せんとして、激しい政雫の結果、一

九〇六年の勢働雫議法が制定せられたのである。

　　　　（四）　螢働箏議法賦於齢ゐ不法行鳥責任

　　　　　　規窟

　同法の勢働組合の不法行爲責任に關する規定は、第四條でみ

る。同條第一項によれば「勢働組合二依テ叉ハ勢働組合ノタメ

ニ犯レタル不法行爲二關シ勢働組合二封シ叉ハ組合員ノー部又

ハ其組合ノ役員二封シ経合員全員ノ名二於プ提起セラレタル訴

訟ハ之ヲ受理セズ」とある。【註聞罵】

【註一罰丁皿deDisputeAct，1906

　Sect。4。一（1）　An　act1on　against　a廿ade　un三〇nフ　w｝1e癒er　of　workmen　or

　mastersンor　against　any　nlembers　or　o鐙ci泓ls　t｝1ereo£Qn　　beha】f　of　thel丑selves

　and　all　othemユembers　of　the　tr＆de　unioH　in　re3pe3t　of　any　tortious我cもaユleged

　to　have　been　committed　by　or　on　beLalf　of　the　tra’de　union，　shall　not　be

　entert瓠ned　by　any　Court、

　この規定は一讃明瞭であるやうに勢働組合の不法行行爲無責

任を規定したものである。たy法文の解繹上疑問の余地のある

のは、此規定に依つて責任の免除せられる不法行爲に就て何等

の制限がないと言ふことである。換言すれば責任の菟除せられ
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る不法行爲は、産業雫議に關するものに限るのではないかとの

疑問である。この疑問は勢働組合の本質から當然績繹せらる＞

ものであるが、殊に同法の名稻が産業雫議法（Trade：Disput　Act）

とせられ、且第一、ご、三條及第四條二項には、何れも産業箏議

の企劃叉は途行に關し云々（in　comtemp撤ion　o「fu「馳e「＆nee　of

tr＆de　dispute）　との制限が付せられて居るからである。併し今

日に於ては、この疑問は解繹主浩極（Bega七ive）に決定せられ、

勢働組合はそれが産業雫議に關して犯せると否とを問はす、凡

ての不法行爲に就て訴へられることはないとせられて居る。【註

一躍】

【盤一劉V曲er翻・鴫Ltd．v・：L・簸d（戯S・cieもy・fC・迦P・sit・rs（19エ3）

　S工鰯erand：Bak㏄，TradeUnlo亘：Law，P。229

　更に前記法文中の文言に就き読明を要するのは、組合員の一

部又は組合役員に封し、彼等自身及他の全員のために云’々と言

ふことである。而してこれは組合員の一部』叉は役員に封し．代

表訴訟其他如何なる形式に依るを問はす、勢働組合自身をして

責任を負はせる様な方法に於て、訴を提起することを得すとの

意義に解繹せられて居る。但し組合員又は組合の役員が、其個

人たる資格に於て訴へらるか否かは一般法理に依つて決定さる

可きものであつて、本條の係るところではない。【註一闘

【註一五】：Bussy肌Amalgam抗ted舳ヱetyof丑ailwayServ頗and3e1L1908

　（前揚鉢228）

　上述するとこに依つて前記第四條第一項の規定はに丁誰V勘1e
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Caseに於て設定せられたる準法入の不法行爲責任に關する新

法理の改屡を目的とするものであつて、この規定に依つて勢働

組合は、凡ての不法行爲に就き責任を負ふことなく、其團禮の

資格に於は完全に、不法行爲法の圏外にあるものとせられたこ

とは明自である。併し弦に特に注意を要することは、前記の規

定がr勢働組合に依り又は其のために犯されたる不法行爲（鋤y

to「tious＆c七allegedto五訓ebeencommitted）」云々として居

ることである。この立言方の結果、勢働組合が不法行爲に關し

訴へることの出家ないのは、既に犯された不法行爲に封し損害

賠償を求むる場合に限られ、將來の不法行爲帥ち將に犯さんと

する不法行爲に就き、勢働組に饗し禁出命令（inluncti・n）を求

むることをも禁する趣旨ではないかとの疑問が生するのであ

る。而してこの織に就いては、積極沿極爾様の見界が行はれ、

判例上まだ其解繹は確定して居ない。【註幽穴】

【註一六】Sle3serandBaker，TradeUniQnLa毘P228

　融J・㎞Sfm・n，TheGenera1StrikeΦ90

　街ほ更に同條は第二項に於て、「本條ノ規定ハ勢働組合ノ受託

者が一八七一年の勢働組合法第九條二規定セラレタノレ事項二付

キ訴ヘラル可キ責任二影響ヲ及ホネコトナシ」と規定して居る

この規定は當然のことで、第四條第一項は勢働組合は不法行爲

訴訟に於て、訴へられざることを規定したものであつて、一八

一七一年の勢働組合法第九條は、前にも述べて置いた様に組合の
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財産に關するものであるから、受託者がこの財産關係に於て訴

へられる資格は、不法行爲訴訟に何等關係なく依然として保存

せられねばなら譲。然るに更に進んで「但シ産業雫議ノ企劃又

ハ途行二關シ勢働組合二依テ叉ハ其タメニ爲サレタル不法行爲

二於テハ此限リニ非ズ」との但書を添へて居る。嘩鋸七】

【註嗣七】　Sect4（2）　Nothing　in　thもse3tion　s五畷l　af驚ct　t五e　liability　o£もぬe

　trustees　of我trade　un董o且もo　be　sued　in　the　e▽ents　provided　for　by　the　Trades

　Union　Act，1871，section　nine，e鴎ept　in　re3pect　o£any　to瓦10us　act　commi．

　ttedわy・ro覧behalfo£theunl・n玉ncontemplati・nQrt・furth伽aeofatrade

　dispute

　この第二項の規定全膿を卒直に解すると結局r勢働組合の受

託者は組合の財産に就て、一八七一年の勢働組合法第九條に基

き訴へらる資格あると同時に、更に受託者は産等雫議に關係の

ない不法行爲に就いては訴へらる、ものである」と言ふことに

ならねばなら諏。併しこの解繹は、同條第一項及一八七一年の

勢働雫議法第九條との關係に於て、少くとも下記三個の疑問が

生まれなけれ壱よならぬ。

　　（1、　一八七一年の勢働組合法第九條に於ける財産に關す

　る訴訟中に、不法行爲訴訟をも包含するものと解す可きか。

　　（2）　若し然りとせぱ、其不法行爲に就き財産に關するもの

と然らざるものとを画別し、財産に關係ある不法行爲訴訟のみ

が同條に包含せられるか、財産に關係のない不法行爲訴訟に就

ては、受託者は訴へられることは出來ないものか。
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　　（3）前述の第四條第一項（一九〇六年）は、勢働孚議に關す

　ると否とを問はす、凡ての不法行爲に就き勢働組合は如何な

　る形式に依つても、訴へることは出來ないとの一般規定と、

　第二項の勢働雫議に關係のない不法行爲に就き、受託者を訴

　へることが出家るとの規定とは矛盾ではないか。一膿特種の

　不法行爲に就き、受託者が訴へられると言ふことは、實質的

　には結局組合自身が訴へられると言ふことに等しいではない

　か。

　確かにこの第二項の規定は、英國勢働組合法中の大きな謎で

ある。この謎を解くために從廉種々の意見が提出せられて、却

つて釜く問題を迷宮に導いた感がある。何れにもせよ解決の鍵

は有檬的には判事殊に最終審たる貴族院の判事達の手にある詳

であるが、不幸にして貴族院は未だこの問題を有礎的に決定す

る機會を得てゐない。

　一九一二年V＆c血er　v・Londoll　S而ety　of　Composiもors事件が

貴族院で審理せられる際、偶々前記第二項の解繹に付き、列席

の判事が各々意見を述べた。尤もこの事件は、勢働組合及其役

員を被告とした不法行爲訴訟で、組合の受託者に勤するもので

はなかつた。從つて同事件はこの第二項の規定を適用す可き揚

合ではないから、之等の意見は斯謂附帯意見（obiter　dictum）に

過ぎない。Lord　M島cnagh七〇nは第四條一項及二二項の規定の立法

趣旨艮其規定の意義を、精確に理解することは困難であると言



勢働組合の不法行爲責任 5i

ひ、又Lord皿on1七〇nは、法文の曖昧なのは起草の不完全、叉

は中問の文言を削除したためかその何れかに由來するものであ

らうとして居る。兎に角其の事件に於ては、第二項に就て何等

有椹的の解羅を與へられす、寧ろ之を決す可き適當の事件の登

生するまで留保するのが得策だとなした。のみなら今日に至る

まで其機會は與へられてゐないので、第二項の規定は判例の上

では依然として解かれざるの謎として残されてゐる。

　併し一九〇一年のLinakerv・P蜘her事件及其後の判例に表

はれた附帯意見、或は註繹家の意見等を綜合すれば、大膿次の

推論がなし得られる様である。師ち勢働組合の財産に直接關係

のある不法行爲一たとへぱ組合の自働車に依る礫殺、又は組

合所有の新聞紙等に依る名警畏損の如き一に就いては、それ

が勢働雫議の企劃又は途行に關するものでない揚合に於ては、

組合の受託者を其資格に於て訴へ、組合の財産から賠償を得る

ことは可能である。【註蝉八】

【註幽囲」、】　Sir　John　Simonフ前掲p．90　以下

　Sless㏄andBaker，前掲P，228

　Greenwoodフs　Tr頭e　Unions－Supplement，p・65以下

　Helman　Co五en，Trade　Unまon　Law，P．13以下

　Doctor　S撫δwe11ン丁臓de　Union：RefQm1ンp、9

　上述するところに依つて、大膿勢働組合の不法行爲上の地位

を明らかにすることが出來た。これから私の筆はその批剰虹に

改正提案の要旨に向けられなけれぱなら組のであるが、其前に
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産業雫議法の第三條の規定にも、一瞥を梯ふ必要があるやうに

思ふ。

　雨述の如く第四條は、勢働組合の團膿たる資格に於ての無責

任（immuniもy）を規定したものであるが、第三條は組合の役員

其他組合員の個入たる資格に於ける無責任を規定したものであ

る。併し個人たる資格に於ける無責任は、團膿たる資格に於け

るそれの如く包括的のものではなく、業務干渉行爲（i皿もerferen－

ce）及び雇傭契約違背の勧告（inducemen七〇f　the　breac五〇f

employment）帥ち債権侵害の二種の不法行爲に限られ、且之等

の不法行爲が勢働雫議に關して犯された場合にのみ、その責任

を冤除せられるものである。【註剛九】

　職一九】εecL3，TradeDisputeAcも，1906

　　Anactd・neby我pers・ninc・ntempla越・n・r£ur曲ance・fa㈱edispu－

　te　ls　not　actionable　on　the　grQund　only　tLat　it　iロduces　sOme　oth艘　pe蛉on　to・

　break　a　con伽ct　of　enユployment　or　t：hat　it三s　an　inlte㎡erenee　w五th伍e貸ade，

　busin購oremploy・neDt・fsomeothαP磯s・n，orwiththerightofsome

　ot｝1〔迂1）αson　to　disl）ose　Qf五is　capital　oどh1s　la，bour　as　he　w三II既

　普通法に從へぱ、契約破駿の勧告叉は強要は債椹侵害として

一勿論或要件の下に一不法行爲である。例之甲と乙とが雇

傭契約を締結した場合に於て、第三者はその債権關係に就き不

可侵の義務を負ふものである。然るに第三者が前記甲を勧告又

は強要して、乙との問の契約を蓮背せしめた場合に於ては、乙

は甲に封し債灌の侵害せられたことを理由として、其第三者即
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ち勧告者に封して損害賠償を求め得べきものである。

　叉各入は法律に犠鯛せざる範園に於て、自己の勢働叉は資本

を其欲するがま＞に虚分し得可き灌利、帥ち法律上の自由を有

するものである。然るに第三者が其勢働叉は資本を、自己の欲

するが如くに塵分せしめんが爲めに、其者の業務（Trade　or

：Business）又は他入との雇傭條件等に不當の干渉をなすことは『

蓮法とせれらねぱならぬ。之が普通法の所謂業務の不法干渉

（U111awfuU並erfereRce）と言ふ不法行爲である。

　而して前記第三條は此二種の不法行爲が、産業雫議の企劃又

は途行に關して犯された場合に限り、被害者は損害賠償の請求

訴訟を提起することは出來ないとしてゐるのである。此規定は

明らかに勢働組合の職能、殊に罷業権の行使を容易ならしめる

目的に出たものである。元來罷業は一定の事業に從事する多歎

の螢働者が、共同して其勢働を徹同する團禮的行爲であるが、

其罷業に墾加する全員が共謀叉は鋤告なくして、一齊に勢働を

徹同することは殆ど有り得るものではない。罷業は多くの場合

一部のものが之を計劃して、多藪者に勧告叉は彊要するもので

ある。所が個々の勢働者は、其雇傭主との聞に雇傭關係のある

ものであるから、之等の勢働者に封し勢働の徹同を鋤告又は強

要して、其雇傭契約違背の結果を來たした場合に於ては、其勘

告又は強要行爲は債権侵害の不法行爲とならざるを得ない。從

つて罷業は常に債権侵害の不法行爲を俘ふものだと言つても決
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して過言ではない。殊に勢働経合の役員は、其危瞼に晒れて居

るものである。

　術勢働組合は雇傭條件の改善をその本來の職能とするもので

あるから、其希望の要件を雇傭主に封し叉は勢働者自身に封し

承認を強要せんとすることは、當然のことでなければならぬ。

然るに普通法に從へば、このこと自膿が前述の如く業務の不法

干渉として、不法行爲とされるのである。かくては勢働組合の

活動は孚ば不能に終らざるを得ない。そこで第四條は勢働組合

の團膿としての不法行爲責任を免除した上に、第三條は爺記二

種の不法行爲責任に就き、それが産業雫議の企劃又は途行に關

して爲された場合に於ては、何人と難も（勢働組合の役員は勢

働組合員）その個人泥る資格に於て責任を負ふことなき旨を規

定したのである。兎に角この規定によつて同盟罷業灌が完全に

確立せられたこと＞な弧叉勢働組合が思ひ切つて活動するこ

とが出來ること＞なつたのである。同法が産業雫議奨働法の汚

名を被せられるのは叉實に此織に存するのである。又この鐵が

資本階級と勢働階級との間に最も意見の相違するところでもあ

る。

　今理解の便宜のため、前記第三條及第四條の規定する勢働組

合の不法行爲責任を圖示してみよう。

　（A）Liabilityinc・11e・tivee＆P乱ci七y．（B）Li勘bi批yi丑indivi－

du乱1働pacity
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蓑（灘篤欝雛鐙羅難
　　　　　　（五）　螢働箏議法惚封する批難

　斯くの如くにして勢働組合は不法行爲法の下に特種の地位を

賦與せられ、途に他に類例ない、特椹團膿にまでなつて終つた。

そ二で勢働組合をかほどに保護し、特樺團膿とすることが果た

して合理的であらうか、叉實際に於て姜當なものであらうかと

の疑問が起らざるを得ないる而してこれらの疑問に封して肯定

否定爾様の意見が行はれて居ることは當然である。

　否定論帥ち前記の規定を不合理のものとする見解の法理論的

根篠は、Geldert敏授の言を假りて言へば、結局正義及便宜の

襯念に反する（contrary　to　jus七ice　and　expediency）と言ふこと

にある。（監鼠鬼讐§12〉凡そ各人は他人の権利利盆を奪重するこ

とを要し、不法に他入の権利を侵害した場合に於ては、加害者

に損害賠償の義務を負はせ、以つて被害者に救濟の途を備、嵐る

こ1とが法律の爲す可きことでなけれぱならぬ。同時に各人は法

律上李等に取扱はる可く、螢働組合のみ何等責任を負ふことな

くして、不法行爲を犯し得可き特権を與ふるが如きは、この季
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等の原則に反するものと言はねばならぬ。然るに勢働雫議法は、

この不合理を敢て犯し、勢働組合をして不法行爲に關し超法律’

的のものとなし、勢働組合又は勢働組合員は不法行爲を犯すも

賠償の責任なく、其被害者は途に何入に封しても救濟を求むの

i途なきものとして終つたのでゐる。此黙が・一般的法理の立場か・

ら勢働雫議法が攻撃せられる要黙である。【註二〇】Sir：Frederick

Pollockは政治の荒療治（the　violent　empric猷ope鍛七ion　on・

the　body　politic〉に愛想を霊かし、法律學はこの荒療治にこ

ナごはる要はない。我々法學者の爲す可きことは、專ら裁判所＝

が同法の制定前（一一九〇六年）響導原理となし察つた法律的正、

義の観念に基いて、司法的解決を求めねぱならぬと嘆じてみ

る。【註二一弓

【註二〇】Ucey’，：Law　a蝦OrPテnion1n　Eng至and，p　XVII以下

　Geldert，丁五e　Present　Law　of　Trade　Dおputeクp，36，D㏄tor　S｝1adwe11，　丁鰍dg

　Union：Refbrm，P．9以下

【註二一】：P・11Gck，：LawofT嶺s・8五Edp・v・

街IDicey致授は、勢働組合に饗して認められたる例外の順衣籏

大せられるであらうことを恐れて、一度勢働組合に與へられた

特権は、嚴格な意味に於て勢働組合に非る團禮も之を要求する

に至る可く、叉之を拒縄す可き理由もないであらうと言つてゐ

る。殊に勢働組合の定義は、一九一三年の法律（第二條）に依

つて著しく接大せられ、最早勢働組合は軍に産業雫議の機關に

止まらす、政治的活動は勿論螢利的の事業をすら螢み得るので
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ある。然るに勢働組合なるの故を以て、無制限に不法行爲責任

を菟除することは、途に法律組織を根底から掩飢することヒな

りはしないか。又一旦法律的に優遇せられた勢働蓮動は之に味

をしめて、法律的牢等を目標とせすして、寧ろ特権の獲得を以

て其蓮動の目的とするが如き錯畳に陥るの恐れはないか。【註ニ

ニ】法律的特権階級は、それがブルジヨアジーであらうと、プゴ

レタリアートであらうと決して望ましいものではない。術Dicey

致授は榮働組合法に於ける前述の醜態は、結局英國の立法者が

終止勢働者と雇傭者との關係を、例外的立法に依つて規律す可

きものとして來た誤謬に基くものとして居る。（同上）一八○○

年の不法團結法（Un1乱wfulCombデn醐on　Act）は勢働者に取り峻

酷極まるものであつたが、一九〇六年の産業孚議法に至つては、

叉極端に之を優待したものになつて終つた。法の階級理論を方

法論として、勢働組合法に於けるこの進歩の足跡を検討してみ

ることは、興味深いことであると共に、寧ろ皮肉の威じをさへ

禁じ得ないのである。

【註ニニ】Dicey，前掲

　背定論帥ち勢働組合の不法行爲責任に關する現行の規定を以

て妥當のものなりとする見解は、法理論としては法人論に其根

握を求め、叉實際的には勢働組合に他の法人虹に不法行爲責任

を負はせ外ことは、結局勢働組合蓮動の鎮歴又は撲滅策に外な

ら粗と言ふことを其主張の根擦としてゐるものである。
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　勢働組合が英國法の下に於て法人でないことは、議論の鯨地

なく、又丁雌Vale　C島忌e以前は、法入に非らざる勢働組合叉

は其他の團膿が不法行爲の主膿とせらる、ことのなかつたこと

も前述した通りである。從つて丁誰Vale　Case自膿が菱則的

のものであつて、産業争議法は結局丁誼Vale　Caseに依つて

設定せられた憂則を取除き、勢働組合をして一般法理に服せし

めたに過ぎないと言ふのが其理論の骨子である。【註二三】

【註二三】Webb，History　of　Trade　Un三〇n三sm，P．604以下

　この主張は一慮尤もの様に見えるけれども、丁誼V＆1e　Case

に依つて設定せられた新法理は、前に読明して置いた様に論理

的に決して不當のものとは言へない。寧ろ法人理論の一進歩と

見る可きものであるのみならすこの新法理は、既に勢働組合以

外の團膿に適用せられた例もあり、叉準法人一般に適用せらる

、可能性のあるものである。從つて從來の法人理論を振りかざ

して勢働組合の無責任を主張することは、徒らに形式論に拘泥

することで、肚會的事實に即して法理を設定せんとする法律學

の近代的傾向と逆行する謬論と言はねばならぬ。

　街勢働組合に不法行爲責任を負はせないことは、勢働者の組

合に限られてゐる諜ではない。資本家の組合にも同様に適用の

あるものである。【註二四】從つて決して法律的李等の原則に反す

るとは言へない。この議論は勢働蓮動に携はつて居る人々に依

って屡々提唱せられるところである。併しこの李等論季均論ほ
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ど幼稚な議論はない。不合理な特権が勢働者及資本家の双方に

李等に認められてゐると言ふことは、爾方が相殺せられてその

不合理が帳溝しされることを意昧するものではない。帳滑しさ

れるどころか、寧ち肚會的事實としてはその不合理が倍加され

て淺ることに外なら濾。恐らくこの李均論は階級理論の誤れる

適用に基くものであらう。若し冠會が資本家と勢働階級との二

つに分割せられ、肚會の全員が勢働者の組合及資本家の組合の

何れかに包容せられるものであるならば、上述の季均論は或程

度まで容認出來るかも知れ澱。併し實際に於て肚會の構成はそ

んな軍純なものではない。勢働者の組合に依つて其権利を侵害

せられるものは、資本家の組合に限らないと同時に、資本家の

組合に依つて其権利を害せられるものは勢働者の組合に限られ

るものではない。冠會には何れの組合にも属せざる一般公衆の

あることを忘れてはなら沿。

【註二四】英國法に於けろtmde　unionとば、勢働者及資本家の組合を包含し、

　（繭奮雲）叉勢働組合の不法行爲の無責任を規定して居ろ産業孚議法（一大六

　〇年）第四條にも雇傭者☆ると勢働者7ころとを問はす　（w加the「of　wo「ke「s

　or　m観ers）と明定してゐろ。

　伺勢働組合以外の團結（Volun観y我ssoci瀬on）の不法行爲責

任に關する法理の確定して居ら澱ことを理由として、倶樂部、取

引所（Roy飢：Exchange）辮護士養成所（lnns　of　ourt）の如き準

法人は、不法行爲の主膿とせられざるに反し、殊に勢働組合の

みを不法行爲に就き法人と同様に取扱ふことは李等でないと言
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ふものがある。【註二五】二の主張に封しても亦前述の準均論に封

すると同様の批難が向け得られるものである。元來この種の準

法入は不法行爲責任の主艦として取扱はれないものであるか㌧

換言すれば丁謹V挑1e　C＆seは勢働組合以外の準法人に、全然適

用のないものであるか否かは目下のところでは判例上不確定で

ある。併し假令適用のないものとしても、その事自膿が既に不合

理であるのに其不合理を勢働組合にも均露せしむ可しとの議論

を生ずるものではない。立法家の爲す可きことは、不合理の矯正

にある可きであつて、不合理な特権を他に普及せしめることで

あつてはなら濾。叉之等の準法入に關する法理の暖昧なのは、

これを明確にする機會の乏しかつたために過ぎない。換言すれ

ぱ其必要が勢働組合の如く、痛切でなかつたと言ふことである。

【註二五】　S1r　Slesser，Tぬe　Time3，C三ガine，D＆Hy　HeraM7

　斯くの如く勢働組合の不法行爲に關し、超法律的の特権團騰

とすることは、一般法理を績繹することに依つては到底是認出

來るものではない。そこで勢働組合が一般法理に封し例外的に

取扱はる可きものとすれば、其例外の根擦は勢働組合自身の特

種な性質に之を求めねぱなら諏。

　而して勢働組合の特種性とは結局私が冒頭に示した所に離着

するの外はない。

　　　　　　（六）　螢働箏議法制定當時の政治的

　　　　　　　　事情
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　英國の資本階級は勢働組合を鎭歴するπめに、久しく刑法的

手段にょつて來たのであつたが、後に至つては專ら不法行爲訴

訟に依らんとした。葛而してこの方法の嚴しくなつたのは一八九

〇年後であつて、一九〇一年の丁誼V＆1e　C乱seは之が絶頂に

達したものとみてよからう。從來この不法行爲訴訟は組合員個

入に封して提起せられたので左程脅威を威じなかつたけれども

』ff　V勘／e　C＆seに至つて始めて榮働組合は其團膿たる資格に於

て訴へられ、其役員の不法行爲に就き、組合の資金を以て賠償

の責に任すべきものとせられたのである。この一個の訴訟に於

て被告組合（Amalga鵬tedSociety　of　Railw町Servanもs）は五萬

膀一・其中二萬三千礒は損害賠償額、其他は費用一を支出せ

ねぱならなかつた。これを以ても勢働組合に不法行爲責任を負

はせる二とが如何に勢働組合に探り脅威であるかy理解出來や

う。両この判例の趣旨に從ひ勢働組合及組合の役員が、不法行爲

のために負澹するに至つた賠償額及費用は、實に二十萬膀以上

（丁誰V乱le鉱seを包む）に達したと言ふことである【婁二六】

　【塾二六】W五ebb　p，602

　資本家の不法行爲訴訟による勢働運動鎮歴策は、相當に功を

奏したものである。一八九一年より一八九九年の問に罷業は年

七百件を下ることがなかった。併し前記丁講V＆le　Case後著

しく其歎が減じたのみならす、賃銀は一般に減額せられた。帥

ち資本家は勢働組合の弱味につけ込んで攻撃に出たのである。
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叉一九〇三年勢働組合総聯盟（Gener＆l　Federa七ionofTr謡eUni－

ons）が罷業手當（SLrike餌y）を支沸つた一三五件の罷業中一三

〇件までは、資本家の賃銀引下に封するものであつたと言ふ。

　斯くの如く』任V窃le　C＆seは假令それが、抽象的の法理と

して合理的な名判決しても、之を其のま、勢働組合に適用する

ことは到底是認出來るものではない。この事件に就き一・九〇二

年の十二月最終審たる貴族院に於て判決が言渡さる、や、全勢

働組合に警鐘の如く響き亙つたことは怪むに足らの。

　翌一九〇三年から英國の全勢働運動は、勢働組合の不法行爲

法上の地位を、判決以前の状態に恢復するための運動に其勢力

の大牟を集注するに至つた。而して判例によつて確定せらる》

に至つた普通法上の原則を憂更することは、英國法の下に於て

は、議會の制定法（S繍ute）を以てするよう外はない。從つて

この運動は結局政治的の蓮動でなけれぱなら露bかくして新勢

働組合法の制定と言ふことが、途に最も緊急の政治問題となる

に至つた。叉勢働組合は組織的の宣傳をなすと同時に、すべて

の代議士候補者に封し、勢働組合の主張の貫徹に努力す可き約

束をなさ穿るものは勢働階級は決して投票をしない旨の警告を

曇した。

　時恰も保守蕪（Conservative：臨rty）の天下であったのだが、

政府もこの焦眉の問題に無關心であり得為ことは出來す、一九

〇三年勢働組合法改正のための特別調査委員會を設置するに至
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つた。屏が二の委員會に關しても勢働組合をして著しく憤慨せ

しめた黙が二つある。一は委員中に勢働組合側の代表者が加へ

られて居らなかつたことで、（大部分は法律家であつた）他は委

員會の報告は総選墨（一九〇六年）後に完成する檬にとの内命

があつたと言ふことである。か、る事情のため勢働組合は、こ

の委員會の前に意見の陳述を拒絶した位である。そこで問題は

盆々激烈なる政雫の的となり、而してこの問題を拾ひ上げて自

己の看板にしたものが、反封窯たる自由窯及び勢働窯である。

　一九〇六年の一月愈々総選墨が行はれた。其結果は勢働階級

に封し、上蓮の問題の最も多ぐを約束した自由窯及勢働窯の

大勝に蹄した。勢働蕪はこの選纂までは軍に勢働代表委員會

（1肱bo－bourRepresen七泓tiveCommittee）と稗せられてゐたもので、

この時始めて二十一人の代議士を得、濁立の政蕪としてLabour

Par七yと稗せられるに至つたのは、この総選墨の結果である。

自由窯は、内閣を組織するや、前記委員會の報告建言に基き　（こ

の時には報告は完成してゐた）改正案を議會に提出した。この

政府案によれば、問題の第四條は軍に勢働孚議に關する不法行

爲に就いてのみ、勢働組合の賠償責任は免除せらる可きものと

せられた。【註二七】然るに勢働黛は別個の案を提出し、之によれ

ば勢働組合は如何なる不法行爲に就いても訴へらる可きもので

ないとして居る。【註二八】

　【註二七】政府案
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　W五αe　a　com照eeofatrade　uロio輔onst1tu梱asぬαeinafter　mentioned五as

b㈹apP・加tedウ。c・nducも・nbe五alf・ぞtheuni・natmdedispute，anacticn

　whereby　lt　is　sought　to　chaどge　t五e　funds　of　tぬe　union　with　dam我ges　in　res｝）ect

　of　any　tortious我ct　comm量tted三n　contemplat量on　or　furtぬerence　of　the　trade

　dispute，sha’11noも11e，unless　t五e　act　was　coRユmitted　by　t｝1e　commitfee　oごby

some　persQn　aeting　under　their　authority。

【註二八】勢働黛案

　Anact∫・nshallnotb6broughtag我i鵬ta伽deunim，orot五er欝ociat二〇n

a煮）r（翻id，我）r　t｝le　reeove町of　d我m歌ge　susta1ne（I　by　any　pe鵜on　or　pe鴨ons　by

reason　of　t五e　勃ct量on　of　a，member　or　nユembers　of　such　t職de　un1on　or　other

aSSOC1ationaforesald．

　本來ならば政府蕪は絶封多藪を擁してゐるのであるから、勢

働窯案を無親しても政府案を通過させることが出來得る筈であ

るが、當時の事情はそれを許さなかつた。と言ふのは政府窯の

内部から、選畢の際に勢働組合の主張帥ち勢働組合を完全に不

法行爲訴訟から保護す可しとの要求を實現せしむべき旨を、選

學民に約束して來たのだと言ふものが輩出するに至つたからで

ある、そこでこの錨に就き、螢働窯案が其趣旨に於て探用せら

れるに至つたのである。

　この案が下院を通過して貴族院に廻付せらる、や、左程の反

封もなく承認せられた。貴族院がどんな積りで、之を通過させた

のであらうか。本案に就き政府の代辮者　（Spokesman），たりし

Lord　Lansdowneのなしたる演読が尤もこれをよく物語つてゐ

る。其一節を引用して見やう。本案に關する吾々の意見が如何
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であらうと、選墨民の要求は認めてやらねぱならぬ。若し本院

がこの案を突き返したならぱ果たして如何なる結果が到來する

だらうか。貴族院は榮働者一般の希望と衝突するものだとの宣

傳の後に、より一層過激の案を提げて逆襲して來ることは必定

である。と。

　上述するところによつて、勢働欝議法制定當時の政治的事情

を明らかにすることが出來たoか、る政雫の下に忽卒に出來上

つた法律であるから政治的の荒療治と批評せられるのも無理は

ない。

　　　　　　（t）結　　　論

　元來丁誼Wle　Caseが勢働組合を以て、不法行爲の主燈とし

て取扱ひ、其團鎧資格に於て損害賠償責任を負はしめたのは、

決して法理的に誤りではない。この判決が一八七一年勢働組合

法の精神を無親したものだとの宣傳が行はれたけれども、必す

しもそうとは言へない。繭記委員會の報告書には、丁謹V泓le

C勘seは何等新しい法則を設定したものでもなく、又勢働組合法

の精紳と相反するものでもないとして居る。特に注意せねばな

らぬことは、英國祉會主義運動の功勢者たる且勢働組合理論の

最高椹威者たるSidney　Webb氏が其委員の一人であつたこと

である。【註二九】

【註二九】Webbはこの委員會に於て、丁誰V飢e　Caseを是認してゐろに拘らす

　i其著History　of　Trade　Un1onism（P．600以下）に於てはこの判決が如何にも法
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律を無理したもの㌧檬に；攻撃してゐろ。

　丁乱ffVale　C跳eは詮じ詰めれぱP、・判決其のものが悪いのでは

なく、結局一八七一年以來の勢働組合法自膿に矯正するごとの

出家ない大きな敏照が藏せられてゐたのであつた。勢働組合を

法認しながら、それが中途孚端のものであつた◎’前にも説明し

て置いた様に勢働組合を適法の團結としながら、勢働組合の當

然爲す可き同盟罷業及見張等をなほ不法行爲としてゐたのであ

る。從つてか、る法律の下に丁誰V乱le磁seを適用して、勢

働紺合自身に賠償責任を負はせることは到底堪へらるものでは

ない。從つて法律の爲す可きことは、勢働組合の瀧會的の職能

を明確に認識し、之が實現のために必然俘ひ來る行爲を適法の

ものとすることであつて、勢働組合を全然不法行爲から超越せ

しむることではない。

　産業孚議法は其第五條に於て、勢働箏議を極めて廣汎に定義

し、第二條に於て見張権の範園を渡大した上で、更に第一條及

第三條に於て勢働紐合の組合員叉は役員の個入たる資格に於け

る不法行爲責任に就き、産業孚議の企劃叉は途行（in　com｛emp一

醐on　or　fu・仙er韻ce）に關して爲された行爲は、徒蕪行爲、債梅

侵害、叉は業務の不法干渉等の理由を以て訴へることを得すと

規定するに至つた。帥ちこれらの規定に依つて罷業梅及見張権

が確立し、勢働組合員は不法行爲責任を負ふことなくして、勢

働雫議を適法に雰すことが出家るやうになつたのである。然る



勢働組合の不濾行爲責任 67

に第四條は勢働組合の團膿たる費整に於ける責任を規定するに

當り、それが産業雫議に關するものたると否とを問はす、凡て

の不法行爲に就き責任を負ふ可からざるものとするに至つた。

既に産業雫議の意味が明確にせられ、この孚議のための行爲が

適法のものとせられた以上、勢働組合の保護はその範園に止る

べきで、其以外に及ぷことは理由のないことではあるまいか。

此黙が結局議論の焦黙でなけれぱならぬ。叉現在叫ばれてゐる

改正の要求も亦この範園を出ないものであらう。

　筒前記一九〇三年の調査委員會の報告書にも、勢働組合をし

て全然不法行爲の責任から菟除すべきか否かに關し、次の如き

意見が述べられ，てゐナZ。勿論これもWebb氏の同意があつた。

　「飽人の権利を侵害したものは、被害者に封し賠償の責に任

　す可しとの療則ほど、根本的のものはない。若し勢働組合が

　現行法上この責任を冤除せられてゐるものとすれぱ、それは

　唯一の例外であつて、この例外は正しく取除く可きものであ

　る。勢働組合の如き有力の大團膿が、其所有の基金を使用し

　て他人の権利を侵害し、以つて被害者に莫大の損害を蒙らし

　一恐らく薮萬膀に上る二ともあらう一而も共基金が責任

　を負はぬ様に特権付けられてゐるとすれぱ、それは法律の観

　念に戻るものであ弧肚會の秩序及正義の原則に反するもの

　である。如何なる理由に基いて勢働組合はかうる特灌を要求

　し得るか。
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　　勢働組合は嘗ては不法の團結とせられたが、翫に法律に依

　つて認めらる》に至つた。併し適法のものとせられたとして

　も、勢働組合はそれが肚會至般の騙利に有盆なる制度である

　と言ふこと以上の主張をなし得るものでない。肚會に有盆な

　る制度である黙に於ては銀行、鐵道、保瞼會肚等も同一であ

　る。勢働組合と其組合員との契約は、銀行、鐵道會杜又は保

　瞼會肚と其株主、又は保険讃券所持人との間の権利義務の如

　く裁判上強制すべからざるものと規定して居ることは正當で

　ある。【註三〇】併し勢働組合と第三者との關係は其内部關係と

　は麗別す可きものであつて、若し勢働組合が第三者の権利を

　害した場合に於ては、勢働組合は法律の外に置かる可き理由

　は存在しない。此種の要求は昔時宗致團膿から爲されたこと

　があつたが、固より國法の容認するところとはならなかつた。

　宗敏團禮に封して嘗て拒絶された特権は、勢働組合に封して

欝容せらる可きではない．」（謙も辮習gn）

【註三〇】一入七一年の勢働組合法第四條に關すろものであらう。同條によれ

　ば聲働組合の内規は裁到上強制することの出楽ぬものとなつてゐろ。師ち組

　合の内規は組合員ザら組合に封し、叉は組合ザら組合員に封し之を強制すろ

　テこめに訴へろことの出來ぬものであろ。

　樹勢働組合の不法行爲責任は、それが産業雫議機關であると

同時に、共濟組合制度（benevolent　func七ion）であると言ふ方面

からも考慮せねばなら沿ことは既に詳蓮した逼りである。英國

の勢働組合は沿革的にこれをみれば、勢働者の相互救濟のため
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の所謂共濟組合（friendly　sooie七y）から登達したものである。

而して勢働組合が愈産業雫議機關たお職能を其の主なる目的と

なすに至つた後に於ても、なほ幽面に於て養老手當’（oH　pen－

sion）病氣手當（s星ck　bene鋤其他葬式手當（funer乱l　bene働等

の相互保瞼（皿UもU＆1iBsur独ce）的職能を螢んで來たものであ

つて、一八九七一年の勢働組合法以來之を承認して來たことは

雫ふ可くもない。【註三一】

　【註三一】一八七一年勢働組合法、第六條、附表第一號、一・入七六年同法、第二．

　條、第七條第一6條以下参照。

　而してか、る共濟組合團膿に偶組合の役員叉は一部の組合員

が不法行爲を犯したとて、其共濟目的のために備へられたる基

金の上に全賠償責任を負はせるこ・との不當なることは、冒頭に

説明して置いた通りである。そこで勢働組合が不法行爲に就き

損害賠償責任を負ふ可きものとしても、其責任は無限であつて

はなら譲。少くとも共濟的目的のための基金は、損害賠償責任

から保護せられねぱならぬとの議論を生するのである。昨年の

総罷業以來勢働組合法の改正と言ふことが政治的論雫の目的と

なつてゐるのに、此鮎に關し具膿案を示唆してゐる人の少ない

のは遺憾である。但し勢働組合の基金を箏議基金（milit乱n七fund♪

非箏議基金（mmilit乱n・七fund）帥ち共濟基金（benevola：nt　fund）

に匿別し、後者は不法行爲責任から保護せらる可しとは一般1二

承認せられてゐる議論の様に思はれる。一九〇三年の委員會に
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於てもこの黙が問題にせられた．この委員會には潰極積極爾涙

の意見が提出せられ、積極涙は三人、消極涙は二入であつた。

基金の職能的分割（fmctioml　se胆r駄tion）を正當とする積極涙は

更に病氣、傷害及び養老手當（乱ccident，supemnnuati・且）のみ

を分割して之を保護す可しとする説と（二人）失業手當基金

（ou七一〇£work　fund）をも加へよとの読（Sidney　Webb一人）とに分

れて居る。

　組合的基金の職能的分割を否となし、勢働組合は全基金を以

て賠償責任を負ふ可しとする少藪派はSir　Godfrey：Lus：hingtong

及Sir　W．丁五〇m乱sの二人であつて、前者は貯蓄は固より漿働

す可きことであるが、負債殊に他人に加へたる損害に就いて其

貯蓄は容認せらる可きでない。個入の場合に於ては保瞼金講求

すら破産財團を構成するのであるから、勢働組合の保瞼基金の

みが特別の取扱を受くる理由はなく、又實際に於て勢働組合に

封し公の會計槍査（public乱udi七）制度のない限り、基金の分割

は困難であると言つてゐる。なほ後者（資本家代表）は、從來

基金分割に反封であつたのみならす、今其基金を分割して其一

部を保護することは．一の例外を設くるものであつて徒らに勢

働組合に肩を持つものと言はねばなら濾と主張した。

　斯くの如く基金分割説に就ても議論が分れてゐるのみならす

基金を分割するとして執救濟基金もなほ第二次的の賠償基金

として、或種の不法行爲に就ては責任を負はねばならぬとする
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ものもあり、又組合支部員の犯した不法行爲に就き、其損害賠

償責任は組合本部の基金に及ぶ可きなりとの議論もあるので

ある。【註三二】

　【註＝二】D職p偶Tr｛1de　Union　and　t五e　Law，P．19以下

　此等の問題が今同の改正によつて解決せられるであらうこと

が期待せられて居たのであるが、其期待は裏切られ今同の改定

案には何等此黙に鯛る＞所がない。併し不法行爲無責任の特櫨

が從來批難の聲の止まらなかつたものであつたとしても・勢働

組合が既に二十年蝕も享樂し來つたものである。のみならす勢

働組合は議會に大政窯（王LP．）を擁してゐることを考へれぱ、

この特権の剥奪又は制限と言ふことが如何に政治的に困難であ

るかは想像するに難くない。


